
〇

〇

〇

般

定

治

一

特

政

平

競

調

団

成

争

達

体

入

契

の

〇 入争競般一

年

札
札

約

収

〇

〇

〇

〇

〇

事
路
路
発

市

知
道
道
開

都

限
供
区
録

画

権
の
の
登

計

に
用
域
簿

法

〇

係
の
の
閲

に

大産水林農 臣

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

営
港

一
有
道
道
土
土
道
漁

改
改
土
の

般
害
営
営
地
地

地
地
良
良
地
区

競
興
土
土

入
の
改
改
事
区
改
域

争
行
札
指
良
良
業
の
良
の

〇

〇

〇

童
…
事
床
す

児
…
薬
臨
正

祉
…
施
査
規

福
…
法
検
る

施
…
細
師
…

法
…
行
技
則

・火週毎

３

の

に

支

月

実

係

報

施

る

告

日

入

書

２

札

の

火

件

の

要

曜

）

公

旨

日

…

告

の

）

…

公

道

…

道

…

表

教

…

選

…

の

育

…

挙

…

一

庁

…

管

…示公るす関に格資の

…

部

……

石

…

理

始
更
所

る

る
開
変
覧

よ

…

…
び
設

発

安
…
及
の

開

保 林

道

の
…
供
置

行
立

指
…
用
及

為
札

定
…
の
び

に
幌

施
…
開
閲

関

業
…
始
覧

す
体

要
…
…
規

る
不

件
…
…
則

工
自

事
支

の
…
…
の

由

指の林安保る係に限権
変
…
…
決

の

の定

児

庁

更

の
定
事
事
の
役
事
変

予

の
の
…

実
…
業
業
計
員
業

更
変
就
工
…

施
…
計
変
画

…
の
計
更
任
事
…

…
…
画

…

…
…
決
画
の
及
の
…

…

退
了
…

…
…
定
の
協
び
完

定
の
任
…
…

…
…
…
決
議

…
…
…
適
の
…
…

…
…
…

…

…
…
…
…
否
届
…
…

…

…
…
…

…
…
…
…
の
出
…

行
…
則
、
…

…
…
…
…
決

則
…
一
生
…

細
…
の
衛
…

び
…
を
査
…

及
…
部
検
…

海
…
正
師
…

北
…
改
技
…

道
…
す
等
…

目

童
…
規
関
…

児
…
る
に
…

福
…
則
す
…
告

祉
…
…
る
…

規

施
…
…
法
…

発日曜金 行

…

訂

狩

…

委

…

正

教

…

員

…
育

…

会

…

２

局

…

告

…

件

告

…

示

…

）

示

…

…

…

…

…

…

…

…

…

…

…

…

…

…

…

…

…

…

…

…

…

…

北

…………………………

…
定

完

…
…

…

…

………

更
…

告

総

…
…
…
の

了
合

…
示

…
…
…
一

療

…
…
…
部

…
育

…
…
…
改

…
セ

…
…
…
正

…
ン

…
…
…
…

…
タ

…
…
…
…

…
ー

…
…
…
…

…
告

…
…
…
…

…
示

…
…
…
…

…

…
…
…
…

…

…………………定
…

…

……………

定
…
…
…

…
…
道
道
都

…

…
…
…
…
…
…

…
…
…
…

…
…
…
…
…
…
…
…

…
…

…
…

…
…
…
…
…
…
…
…

…
…
…
…

…
…
…
…
…
…

…
…
…
…
…
…

…
…
…
…

…
…
…
…
…
…
…
…

…
…
…

…
…
…
…
…
…

生
…
…
…
…
…
…

総
活

…

地
地

合
文
土
土
土
土
土
…

企
化
地
地
地

律
…

画
・
改
改
改
改
改
漁

費
…
…
施
…

設
…
…

示

用
…
…
行
…

則

収
…
…
則
…

徴
…
…
細
…

規
…
…
及
…

次

則

…
び
…

一
ど
…
療
…

の
子
…
医
…

を
未
…
施
…

部
も
…
法
…

正
づ

細

改
来
…
行
…

す
く
医
則
医

…

…

…

…

…

…

…

…

…

海

…

…

…

…

…

…

道

第

第

条

権

公

……………
条
限

法
法

…

施
を
の
次
第
第

法事薬

路
路
市

山
備
備
境

…

治
整
整
環

…

）
）
）
）

…

課
課
課
課

… 海北

こ

薬

道

薬

の

事
平

規

規

法
成

）課山治 附

事
則

部
青
良
良
良
良
良
港

則

施

導
村

総
少
指
指
指
指
指
漁

課
課
課
課

務
年
導
導
導
導

）
）
）
）
）
）

課
室
課
課

）
） 第

第

に

１

２

改
第
入

条

第
北

条

海

正

院

児

２

童

の
務

条

福
児
条
道
北
す

さ

部
務

規
推
薬
一
薬

る
り
務 ）

改
）

室
課
を
課

則
進
務
）

北

公

海

児
布

道

児

童
す
平

規

福
る
成

ジーペ

童
則

祉
。

印

発

電

行

話

刷 富

北
総

士

内

務
－

－

部
海

線

プ

法

リ

制

－
ン

道

－
文

ト

書課

）

）
〇

〇

５
５

法

の

業

そ

備

番

警

交

第
第

の
任
掲
条
条

次
委
に

よ
）
げ

報

の
の

に

事
項
項

う

る
１
２

る

、
定
定

め

は
規
規

改

務 所
る
る

健
よ
よ

。

保
に
に

則細行

長
薬
薬

和昭 則

に
局
局

規道海北年
法
第

施

は

行
年

、

細
３

行
号

細

平

則
月

成

の一
日

則 を

月

改

部

４

を

一

年

部

の

規

す

か

る

正

日

す

改

１

正

ら
則

祉
童
の
児
海
る

せ

施

則

る

指
２

法
福
６
童
道
。

る
第

１
祉
童

定
号

施
祉
第
福
児

び

細
施
項
施
福

医
及

行
法

費
施

機
別

則
行
中
設
祉

療
表

の
細

徴
費

」
第

一
則
指
用
設

関
２

部

定
規
徴

改
末

改
昭
国
収
用

に

療
則
収

め
尾

正
和
立

欄

）

外

年
養
の
規

る

福
第

祉

法

年

施

３

法
号

施

行

月

細 北

及

び

則

及

細

則

日

行

規

福

児

童

道

児

海

道

北

海

び

の

第

他

規

び

の

及

２

所

の

出

条

派

基

所

に

在

定

駐

道

づ

の

北

く

名

見

称
道

指
方

許

す
の
の

任
設
設

委
開
開 新

関
更
に
の

。
可
可

る
許 。
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を
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を
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収
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徴
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又
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収
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又
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又
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又
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を
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げ

る
の

に

２
を
規
す
も

令

第

す

の
う
に
検
で

関

項
行
定

と
る
の
な

る

規
こ
よ
査
は

検
。

と

に
を
医
受
い

こ

定

命

た

る
げ
品
の

。

よ
妨
薬

だ

医
る
、

るよに定規の項１第条

賃
託
事

薬
し

薬
も
医
令

医

品

そ

化
業
受
自

の
条
、
貸
を
が

権
第

報

品
、
た
そ

限
３
粧
者
け
ら

に
権

行
の
若
国
者
の

を
項

こ
定
く
管
対
限

う
規
し
内

医
人
る
行

と
に
は
理
す
を

告
こ

妨
る
療
そ
報
う

を
よ

る
局
具
他
の
と

げ
薬
用
の

の

許
項
第
会

の
２
は
機

可
の

２
に

取
定
第
与

の
規
条
付

又
る
の
す

し
よ
項
関

消
に

に
と

業
可
定
こ

は
許
規
る

許

停
第
る

の
法
よ
。

務
、

し

造

特
を
特
自
特
だ

製
止

薬
そ
薬
、

医

定
行
定
ら
定

品

局
こ
局
の
局
知

薬

薬
う

限
造
が

の

製
と
製
権
製
事

医
妨
医
を
医
自

製

造
を
造

品
そ

業

薬
げ
薬
行
薬
ら

造

も
の
こ
の
の

、

品
る
品
う

限

局

製
の
製
と
製
権

薬

の

に
妨
の
を

開

造
で
造
を
造

置
承
な
係
げ
承
行

設

の
は

改
増
品

販

改
も
開
の
の
薬

命
で
者
善
員
の

売

善
の
設

命
造

業

令
は
、
命
の
製

の

い
薬
又
令
業

務

又
な
医
令

薬

停

使
。
品
は
に
、

の

は 禁

販
用
す
局

止

用

の
使
関

止
こ
は

命

止

売
禁
る
又

の

薬

に

関

者
に
と
医

令

に

業

外部薬医、品
す

又
関
。
す

品

関

は又品粧化、品

部
関

、

品
の
薬
に

医
る

は

品
る

事

の
は
外
す

知

等
で

化
と

自

棄
い
、
こ

が

廃
な

処

品
た

そ

の

粧
。

ら

等
。

、

限

に

は
し

権

分

又
だ

の

る

用
事

行

す

療
知

を

関

医

扱り取上務業を等品
う

を
す
こ

こ

具
が

対に者う

設
製
薬
収
妨

も
開
の
医
徴

等
立
る

で
者
造
品
、
げ

の

の

な
病
者
を
入
も

は
、
業

若
輸
務
査
で

い
院
、
業
検

販
取
質
な

し
入
上
、
は

。

業
扱
又
。

は
売
り
問
い

く 所
若
者
収

療
者
う
は

診

第

の
し
又
去

新

に
３
更

令
第
の

命
条
可

定
否

る
規
拒

す
の
の

関
項

認
う

、
。
よ
係

と
に
に

こ

。
承
も
の
こ

医

認
い
る
る

消
を

品

取

認
の
取
と

薬

の

販

し

項
は
し
妨

の

消

事
で

変
い
は
る

売

に

の
な
又
げ

認
の

又

す

更
。
承
も

業

関

こ

一

る

こ

医
る

の

す
る

の

。

販

と

。

用
と

般

こ

と

療

の

し

販

業

だ

の

売

。

た

具

用療
事

者

理

知

業

管

、

売

と

の
自

又者業造製の具

の

妨

た

造
そ

を

。

製
ら

と

、

又
限

る

し

者
権

げ

だ

業
う

で

事

輸
行

の

知

は
を

も
廃の等品薬医る
は

が

入

開
く
は
に

等棄

者
販
第
す

設
は
法
関 る

、
売
医
業
条
こ

号

第
た

品
、
５
。

薬
者
の
と

、
医
医
療
４
だ



す

関

平

政
る
政
す
政

成

令
こ
令
る
令

とこるす
第
と
第
こ
第

年

。
４
。
６
と
７

政
す
政
こ
政
す
政

関

る

関
第
こ
第

令
る
令
と
令
る
令
と
４

こるす関
第
こ
第
。

と
３
と
４

４

に
政
等
政
と
政

理

等

け

こ

関
令
関
令
に
令
。
令

に
政

す
２

２

す
第
す
第
関
第

第

る
１
る
１

に
政
す
政
に
政

す

付

関

理

こ
令
関
令
る
令
関
令

る
政

る
１

と
第
す
第
こ
第
す
第

。
１
る
１
と
１

第
取
令
令

法
法
を
政
政

具 り
第
第

第 条
条
扱
１
１

３

条

条
。
条

月

の

の

第

３

規

３

日

規

に

の

の

定

号

火

定

よ

規

曜

に

る

定

日

よ

薬

に

）

置

局

と

配

薬

商

る

る

種

よ

。
条

条
。
条

設

て

販

開

し

の

１

１

３

２

第

第

第

の

条

規

規

定

の

の

の

規

項

項

項

る

に

に

に

よ

定

定

定

に

規

薬

薬

局

る

る

る

薬

よ

よ

よ

開

開

開

設

。
局

局

局

開

薬

こ
第

第

こ
条
こ
条
る
条

条

４
。
４
と
１

２

と
の
と
の

６

７

の

の

の

の
。
項

項

。

に

に

１

１

定

定

第

第

規

規

規

規

る

る

の

の

よ

よ

項

項

に

に

局

第

定

定

薬

法

よ

よ

開

の
と
の

条
こ
条
。
条
こ
条 の

４
。
４

４
。
４

の
と
の 第

第

第

３

４

４

５

の

の

の

の

項

項

項

項

１

１

４

１

第

定

定

定

規

規

規

規

の

の

の

条

よ

よ

よ

よ

に

に

に

に

定

４

４
６
医
の
の

の
の
う
条

２

３
規
そ
の
の

の
の
師
２

１

規
に
他
定
第

の
定
の
規

の

に
る
医
よ
項

定
よ
の
に

定

る
定
関
総
規

よ
特
療
る

よ

局
療
者
扱
に

薬
医
係
取

は

要

業

又

必

売

製
用
に
処

て

品

識

し

薬

知

と

医

な

者

有

な

売

を

要

販

験

必

の

経

可

者

経

許

る

識

の

す

知

業 台

の

験

北

又

又

は

設

設

設

又

帳

基

を

品

医

医

医

薬

は

は

は

医

又

の

の

販

品

品

品

の

薬

薬

薬

の

売

売

売

業

販

販

販

売

の

許

許

可

の

の

の

許

業

業

業

条

証

証

証

の

可

可

可

証

許

定

は

３

薬

特

又

第

る

る

設

だ

造

局

薬

た

製

薬

医

項

局

医

販

書

薬

造

の

し

医

製

品

定

製

品

業

規

の

薬

売

の

品

造

可

よ

業

製

許

に

造

の

の

薬

る

る

る

る

許

の

証

る

の

製

製

製

局

局

局

局

薬

薬

薬

薬

医

医

医

医

造

造

造

造

製

の

の

の

品

品

品

品

薬

薬

薬

業

造

造

造

造

製

製

製

製

の

許

許

許

の

の

の

の

業

業

業

の
す
せ
薬

造
具
対
方
る

許

売
指
数
製

薬
販
る
ん
局

医
者
及
届
医

の
業
導
の
造

品
し
助
の
品

収
若
び
出
薬

回
は
に
理
製

報
く
言
受
の

の
貸
す
関
業

の
賃
関
に
造

告
者
こ
る
許

理
業
る
す
の

受

付

係

る

備

に

す

の

準

有

に

海

準

に

定

基

等

認

の

け

る

者

関

に

道

床
則
平

臨
規る

公

検
を
成

書

再

返

納

の

の

の

返

査
こ

受

理

え

付

の

受

換

交

納

の

に

す

に

関

付

関

理

に

交

に

れ
調

れ
に
な

さ
な

１
２

３
従
の
て
整

こ
こ
ら
よ
お
こ

の
の
の
る

附

の

許

規
規
行
改
前
規
い
を

帳

台

付

証

台

認

交

可

可

承

す

付

備

の

関

交

の

帳

に

の

別

改に

け

付

る

に

付

備

省
者
第
第
第

第

る

業

記

め

可

可

可
令
又
７
８
９

１

。

返

の

の

の

の

証

証

証

証

可

付

の

の

換

交

納

納

書

再

返

交

に

受

受

え
定
省
売
省
こ
省

る

認

販

る

更
令
に
令
先
令
と
令

変
省

す
は
。
と
証

関
又
と
こ
可

と
医

付

こ
定

交

る
特

。
の

用

関

。
療

に
令
む

係
省
局
省
含

に

薬

を

る
令
開

、
公
月

師
に
３

技
こ
年

報

衛
布

等師技査
。
検
る

生
す
日

則
為
正
の
則
る
し

す関に

使

は
の
に
後
例
の
用
て

則

行
が
用

、
施
係
の
に
施
紙

事
る
の
あ
す

平
行
る
薬
よ

際
務
法
。
際
る
る

成
の
事

に
合
と

年
現
を
施

現
場
こ

さ
う
細

こ
に
を

４
に
行
行

い
げ

１
れ
べ
則

の
お
妨

月 日
て
き

規

か
い
者
以

則
て
な

則

条
条

号

ら
る
が
下

に
は
い

医
第
第
の

様

第
は
条 項

項
定

か

条
療
１
１
規

式

具
の
の
に

ら

の
用

定
定
る

記

の
の
規
規
よ

別

置

３

定
売
に
に
配

第

規
販

よ
者
る
る
販

号

に
業
よ
よ

置
置
業

式

る
若
配
配
売

様

。
第

局
く
販
販
者

ま

薬
し

届
第
関
第
等
第
の

す

出

更
第

の

の
条
る
条
変
条

条

３
と
６
等
３

規

添
第
こ
の

の

に

書
項
。
第
の
項

定

付 に
規

項
出
規

よ

類
の

１
届

規
受
に

品

係
定

の
の
定

る

る

の

認
よ

定
理
よ

目

る
に

に
薬

よ
関
薬

変

定
る

に
に

）

認
第
設
第
。

定
１
等

関
第
許
第
規

に
条
の
条
の

る
項
申
項
に

す
３
可
４
定

こ

請

よ

。
令
添
令
薬

と
省
の
省
る 開

第
付
第
局

書

法る

第
に
第
、

条
類
条
設

海

医

北

び及則細行施律 法

道

療

第

行

事

施

知

施
申
異

よ
、
。

る
正

改
正

行
請
な
改

る
改

前
の

る
の
こ
後

正
後

す
そ

則

の
と
規

の
規

。
他
と
の

規

為
る
」

事
の

行
な
則

薬
に

こ
の
い

施
定

で
も
と

法
か

規
処
。

細
か

の
の
う

行

で

の
に
の

の
わ

則
理
）

則

賃
業
業
の

の

開
は
売
売
等

等
分

定

者
貸
者
者
身

規

設

明

薬
者
の
の
証

中

、
業
等

局
に
身
身
証
証
の

海

製
対
分
分
書

北

納

知

医
る
明
明
返

道

造
す

品
由
の
の
の

事

薬
理
書
書

通
換
交
理

様

の
の
書
再
受

す
種

更
造
知
え
付
に

」

製
は

す
製

法
る
商

又

関
局

る
と
売

追

る
造

第
こ
販

こ
医 品

第

の

に

と
薬

条
。
業

加 る

製

項

可

す

の

３

許

関

。

し

の

と

業

だ

請

こ

造

た

申

規

書

可

の

付

許

書

添

。

の

製

項
る
項
局

２
係
３
薬

申

医

お
定
第
造

に
認
、

い
に

３
の

準
す
の
品

て
関
条
薬

る
と
び
造

す
こ
及
製

用
る

目

場
。
第
品

合

細

含

に
は

を

条
又

則

高

一

橋

の 部

号

正

み

改

る

を

は

す

行
い
定

定
ず

施
つ
規

規
ら

日
は
か

基
当

の
て
に

に
、

お
こ
わ

い
の

に
、
か

づ
分

て
規
ず

作
必

い
の
ら

て
間

に
交
に
関

を

こ
則
、

成
要

業

に
す
る
北
保

者
関
付
関
す

道

医
る
関
る
こ

健
海

、
す

る
と
。
知
所

薬
こ
す
こ
と

販

と

の
。
こ
。

事
長

品
と

の

に

に

請

定

類

」

売

。

様

定

書

許

認

付

る

る

添

よ

係

る

す

係

係

関

に

に

に

類

可

）

て
品

。

い
薬

む

お
医

る

業

定

す
売

規

用
販

の

準
の

る

合
係

よ

場
に

に

る



位
概
同性射

の

５

検
止

第

体

化

記

廃
検

別

改

号

査

め
別

使
検
同
表

る
記

放

用

位

。
第

査

面

射

室

元

３

従

密

性

素

、

号

居

放

化

居

住

射

住

性

２第記別

区

区

号

域

域

北

第

号
１

海

臨

）
条

道

臨
正
床

の

平

規

床
す
検

一

成

則

検
る
査

部
臨

第

床

査
規
技

を

年

間

間

大

月

月

３

１

最

要

検

用

予

使

使

蔵

大

大

最

最

貯

数

素元

数

定

定

定

予

予

用

年

中

学

式

た
放

様

用
し

数

同

用

形

性

使

射

間

放

化

形

を

素

数

元

定

学

」

位

予

事

度

同

貯

様

の

３

者

限

位

蔵

式

表

月

施
等

度

中

面

以

元

密

設
が

以

下

素

度

又
触

下

と

の

を

は
れ

と

す

る

す

種

法

廃

る

物

る

類

令

棄

防

に

施
の

防

護

定

設
放

護

措

め

内
射

措

置

で
性
る
置

同

学

元

敷

敷

月
び

び

位

３
及

及

と

の

境

境

下

素

形

地

地

以

等

実

実

る
の

の

種

す
界

界 量

措

」

線

線

護
効
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ク

射

を

の

射

線

照

て

壁

線

止

え

室

ス

の 床

あ

装

る

必

照

い

、

で

に

作

ッエ

操

る

置

等

要

場

射

ク

報

い

と室

な

療診

が

線

室

ス

測の量線

で

合

等壁

場

画

法方定

□
□
□
□

蛍
電
光
子
ガ
式

線
ラ
ポ

計
線
ッ
ン

量
ス
ケ
リ

る
の

実

射

入

す

放

る

界

る

限

護

護

防
実

効

防

制

線

防

措
線

量

措

具

措

用

護
効

線

□
□
□

置

量
置

を
置

）等

他

護
護
護
の

防
防
防
そ

□
立
袋

有

有

有

衣
衝
手

任

置

を

を

と

管

放
射

制

責

測

す

る

者

示

を

示

す

簿

線

作

定

護

認

組

の

す

防

の

確
器

図

任

置

識

措

す

織

選

標

有

有

有

有

名器定測

成

る

構いな少の間き透の

有

使

の

器

が

な

合

射

び及

造

時

を

意

用

具
装

同

突

注

旨

項

射

の
置

示

中

物

事

照

起

表

止

使
又

く

の

防

す

の

、

示

示

置

は
用

み

措

ぼ

掲

標

有

識

のそ□

有

有

有

有

有

種核 数、

他

措

操た

護

れさ

防

画

の

区

□
□
□

室

置

作 無
無
無
無

□
□
□
□

防
防
天

機
機
組

護
護
井

器
器
織

か
表
内

衣
カ
つ

ら

第

面
照

ー
り

１
週

で
射
６
治

□
テ
下

以
で

量
を

計
線
型

量
ト
グ

を型

）

グ

。

ン

む

リ
計
含

）。む含

・

・

・

無

無

無

）

・

・

・

・

・

数台

）

）
）

・

・

：量

無

無

無

無

無

：

・）

無

無

無

無

無

・

・

・

）

無

療

６
下

防
ン
げ

時

で

）

護

型

時

使

以

用
時

衝

防

下

す
以

立
□
護

る
下
口

の
の
輸

防
板

骨
血

内
塩

□
護

用

法

号

定
血

撮

防
シ

量
液

影
分
用

護
ー

照
析
射

装
装

手
ト

装

置
置
）

袋

置
）
）



関
す
る
構

平

用
室
又
は

成

診
療
用
高

年

別

６

７

記

照
被

は
面

第

射
ば

エ
移
エ
、
を

直

ッ
動
ッ
放
添

号

後
く

ッ
置
縮

場
手

２
３

４

５

エ
隣
ク
か
尺
エ
図
移
合
術

接
ス
ら
及

面
動
は
室

エ１
注

ッ

ッ

ッ

科
線
ッ
名
診

意

医
技
ク
及
療

事

師
師
ス
び
に

項

す

るす事従
、
又
線
エ
関

線スクッエ
医
診
は
技
ッ

月３ 日

用
室
等
の

造
設
備
及

火

診
療
用
高

）日曜

」

ク
型
ク
射
付

様

の
を

ス
エ
ス
線
す

低

式

不

線
ッ
線
管
る

の

必

診
ク
診
理
こ

別

要
減

療
ス
療
体
と

紙

な
す

室
線
室
制
。

る

の
装
で
を

そ

放

構
置
診
示

防

の

射

造
を
療
す

護

１

線

設
据
用
組

中

か

備
え
放
織

ら
措

が
置
射
図

の
置

射
射

令
て
照
放

法
い
線
と

室
線
天
び

は
型
、
で

の
使

名
診
井
方

、
エ
装
用

ク

ク
、
療
、
位

距
ッ
置
い

ス

ス
上
室
床
を

離
ク
周
る

線

線
階
の
及
記

、
ス
囲
場

診

診
及
平
び
入

縮
線
の
合

療

療
び
面
周
し

尺
装
空
に

室

室
下
図
囲
た

及
置
間
は

と

の 名
階
及
の
縮

び

線
、

居

室

住区

は
の
び
画
図

方
移
量
画

域

、
室
断
壁
と

位
動
率
壁

、

医
名
面
等
す

を
型
分
等

敷

療
、
図
の
る

記
エ
布
の

地

法
周
を
外
こ

入
ッ
図
外

るす事従に療診線スク

側
と

し
ク
と
側

の等師医 氏

境

に
囲
添

放
療
の
ス
経

療
診
師
ク
る

療診
歯、師
射
エ
氏
線
歴

職名氏

に

北

を

準
す
置
管

基
用
装
線

適
場
は
責

に
る
又
理

照
ら

合
合
診
任

の
射

す
を
療
者

被
終

る
含
用
の

ば
了

こ
む
放
所

く
直

と
。
射
属

を
後

を
）
線
、

の

示
。
照
職

不
低

す

射
種

必
減

計

器
及

要
す

算

具
び

な
る

付
ま
。

た
ス
保
に

書

を
氏

す
で
）

縮
線
管
お

界

基
の
る
の
。

図
装
場
け

及

づ
状 並
こ
距

と
置
所
る

び

い
況
許
び
と
離

す
を
を
漏

病

て 可
に

る
据
明
え

室
こ
え
記
い

の

面
）

と
置
し
線

関

を
管
図
区
は
、

。
い
た
量

係

受
理
た
域
、
画

）
て
図
の

が

け

か

室
の
エ
壁

。
使
面
測

分

添
結

る

名
標
ッ
等

用
を
定

材

る
付
果

図

を
識
ク
の

す

事従、はに欄名
記
の
ス

す
も

面

名氏の員全るす を
載
位
線
質

場

録
年
登
録
籍
登
び
籍
及種 番

月

□

日

そ

号

他の

エ 線スクッ

道海 公

□
□

」 □
□

診
放

防
エ
手

を

使
名

放

添

用
を

射
護

付

す
記

線
措

す

る
載

か
置

と

に
書

こ

合
た

る

場
し

設

改

、に

、

□
□
□

」

め

放

同、め
を

射

注

診
放
診

付

添

す
置
装
及

合
る
添

を

除
と
す

付

る
を
置
び

を
こ

位
さ

く
。
る

す

こ
明
の
厚

。
し
置
並

。
た
こ

る

と
記

の
し
。

た
、
び

）
だ
と

こ

、

エ
装
に

と

射

め
事
用

同
２
射

線

体
、
項
放

放

発
。とこるす入記 室術手

射

高
線
用
射

」
生

内
末
の
線

防
止
に

措

エ
発

置
の
概
要

障

ネ
生

害
の

歴経るす関に療診

）

放
射
線

造
設
備
及
び
予
防

手
術
室
の

療
射

ッ
術

用
線

ク
室

放
治

ス

射
療

報

線
病

線

照
室

診
□

射

療

器

室

具使用

室
・

室

名

性

診

□

療
射
療

同

療

血

用
線
用

位

用

管

放
治
放

元

内

射
療
射

素

放

の

射

放

線
病
性

種

線

射

照
室
同

類

照

線

射

位

及

射

治

器

元

び

療

具

素

物

装

理

置

用

使

使

的

使

用

用

半

室

室

用

減

中項事の３項事意 用療診
室

期

放

、

性

装

」
尾
事
照

同

置

を
欄
項
射

位

」

外
中
装

元

注

置

素

に

の

改

内
意
診
使

種

め

又
事
療
用

類

、

は
項
用
室

及

同

組
１
放
等

び

織
の
射
」

物

様

理

式

内
事
線
に

的

の

照
項
照
、

半

別

射
中
射

減

４項事意注同、り削を
紙

に

装
使

事の

期

ギ
置
ル
装

発
生
装
置
使

項
を
線
」
射
室

放
用
ー
使

」

装
置
使

生

に
関
す
る
構

発

発
生

線

に
高

」
用
置
療

」
装
診

ル
ギ
ー
放
射

改
エ

線止要

び
予
防
措
置
の
概

を

エ
ネ

ー
放
射

放
射
線
障
害
の
防

」

）

、め改に

エ
ネ
ル
ギ

第

等」

」

に

を

改 、

、

め

放射

同

性

様

を

同

）

位

」

式

元

の

素

別

を

の

削

種

紙

類

そ

り

、室用使置装射照線射

、

射放

核

の

種

る
置
使
室

そ

よ
装
置
用

線

室
」

２

を

」
」
用
等

の

」

中

に
を
、

、
を

放

診
放

性

管
用
線
療

射

血
療
射
診

位

」
射
療
放

同

内
放
治
用

照
室
線

元

を
線
病
射

中

素

血
射
及
照

を」置装型動移
ネ

診

の

管
装
び
射

型動移
射
意
放
注
ー

同
ギ

、
ル
め

置
事
装

の
生
２
発

項
線
事

用
中
使

項

事意注外欄尾末同

診
室

項事の１項

号

）

３

び及

中

期減半的理物

蔵貯び及室病療治

に
」

照
」
蔵
置

種

内
置
貯
装

施

に
改
設
用

射
に
施
使

類

る
、
を
等

種

よ
め
」
室

核

」
同

」

） に

改
意
療
改

」
に
注
診
に

放ーギルネエ高用療

、

ネ
め
エ
改

高
に
用
」

療
等

ギル
、

中

放
は
ー
又

を」置装 療診



及
同

放
事
蔵

用
意
貯

療
注
び

診
３
設

射
項

同、め改に
施
末

用
け

で
す

室

一
る
る

、 術

護

又
時
場
防

手

を

療
装
療
元
ッ

診
射
診
位
エ

放
使
放
使
ス

用
置
用
素
ク

一
る
る

術
で
す

手
等
用
け 護

、
時
場
防

室

□
□
□
□

平

診
診
エ
手

成

療
療
ッ
術

用
用
ク
室

年

項
射
事
を

照
の
」

線

療

具
中
診

器 等
放
射

室
療
放

用
診
用

使

器

改
照
射

に
線
照

」
射
線
の２項事意注外欄尾

射器
具

め

中項事

に
に
措

は
的
合

使
お
置

室

射

射照
を
放

放
示

放
選

、

管

具
認

線
す

線

器

射
確

射

測
る

理

紛

組

理

の
す

管

線
め

制

定

や

織

任

た

体

失

責

措

置
の
器

を
図

の
任

放

者

室
診

射
用
射
用
線

定測

置

事

照

照
、
同
、
療

線
室
性

射

療
用

者
者

診
使
の
安

患

器

用
室

及
に

全

具

放
で

び
対

の

射
使

放
す

保

す

線
防

の

紛

持

線
用

射
る

種

防

機

射
る

診
護

核

失

照
合
と
構

従
置

止

装
場

療
措

合

用

際

体

体

使

国

具

具

置

的に
に
措

使
お
置

以

射

月

照
を
放

放
示

放
選

認

線
す

線

下

器

射
確

射

射

組

理

す

の
す

管

線

管

と

具
た

体

防

失

責

測
る

理

る

紛

措

放

者

め

制

定

護

や

織

任

効実
置

置
の
器

を
図

の
任

を量線

有

放
放
ス

３

線
性
診
□

射
射
線

月

照
同
療

他

射
位
室

日

の

装
元

患

置
素
室

火

者

使
使
名

の

用
用

□

曜

被

室
室

日

ば

）

くする

）用

意
用
室

注
使
用

同
具
使

、

、

４
放
に

項
、
」

事
室
等

の
射 病

図

中
療
面

項
治
側

事
線

」
照線射放用療診

を

診
室

、

療
及

室用使具器射

・

：数

有

有

台び及名器

格

に

に

核

規

的

的

無

無

・

：

：

種：

、

・ その他

等 適のへ）

無

・

・

有

有

：名器定測

無・有

無

）

、に

」

北

施
図

射
蔵
面

放
貯
断

用
び を

置

改

装
」
に

射
設
」

照

」
室病療治線射放
、め

無・有：

）

合
、め改

無・）

」

道海

診

使

療

用

公

室

装

造
設
備

」」

備

等
等
、

室

概
要

の
防
止
に
関
す
る
構

に
関
す
る

び
予
防
措
置
の

他及
放
射
線
障
害
の
防
止

器
使
用
室
の
放
射
線
障
害

設
備

を

療
機

構
造
設
備
及

そ
の

器
使
用
室
の

び
予
防
措
置
の
概
要

に

診

放
射
性
同
位
元
素
装
備

及

す
る

び
予
防
措
置
の
概
要

放
射
線
障
害
の
防
止
に
関

性
同
位
元
素
装
備
診
療
機

放
射

室

る

を
を
術

す

」
」
手

報

放射

診
診
、

性

療
療

同

用
用
放
放

素

線
線
は

元

射
射
又

位 の

照
照

種

射
射

同、め改

具
置
」

類

器
装

の２項事意注外欄尾末

室
め

を

用
用
改

」

使
使
に

等
、
、

室 に
療
様

」
診
同

備装

改
用
式

す

め
放
の

る

、
射
別

放

同
性
紙

射

注
同
そ

性

意
位
の

同

事
元
４

第

元位

項
素
中

中項事 を」図面側

素

５
使

の

の
用

種

事
室

類

項
、

核

中
エ

種

号

ッ

）

術
ス

」

手
ク
室
線

に

、



を

成平 年

に
の
及
措

室
で
用

汚
防

術
等
使

び

手

措

、
一
す

染
護

人
者
表
第
以

等
が

触
密

時

の

が

下

常

条
面

□
□

□
□
□

診
放

診
放

療
射

療
射

放
治
用
線

用
線

性

に」

射

図面

放

化

断

月３

放
選
射

日

線管

火

理

曜

責

）日

防

図織組す示

の
任

者任

時
る
的
場
置
止
置

等
が

汚
放

汚

汚
床
体
食

放

除

射

の
が
浸
し

染

射

染

染 そ
滑
し

去

に

お
平
透

検

線 理

必

れ
で
に
く

に

査

管

線

あ
気
く

要

い

測

の
、
く

に 要

制

構

定

る
体
か

な

必

体

材

、
液
腐
造

を

壁
・
つ

器

置措るすと下

な
器

と

立
物

す

を

入

６

る
ち

第
度
れ

線

場

に

の

の
医

る

項

他
効

で

め

者

療

量

放
所

定

患

る

性
放

る

の

法

防

を

射
施

射

表

被

線

面

ば

護

同
診

密

く

行
位
療

度

す

措

元

度
置

実
以

従

限

る
週

素
規

事
の
則

」

射
療

放
治
・

性
病

射
療

位同
室

性
病

元
□

同
室

素
手

位

用
室
使
術

元

室

素
□

□

使
手
用
術
室
室

□

式様

元

同

位

、め

同

学

改

類

等

そ

種

紙別

の

の

素

形

中

」

５の

無・有

北

有

有

無・有

・

：数台・名

有

器定測 ）

）

無

を
設

め

度

事

療診

施

従

密

定

有

は

表

医

等

放

又

る

を

者

用

射

密

法

触

性

放

面

療

が

射 位

線

度

施

れ

同

・

療

度

素

規

物

治

限

元

行

る

下

射

第

用

病

以

放

使

則

の

室

室

性

、

内

と

無

位

の

で

す

貯

同

条

を

、

を

に

」

」

位

類

同

種

性

の

射

素

放

元 学

核

化

海

」

道 公

止
備装

廃

無

無

・

・

第
エ
第

型

放

化

ッ
号
ク
号

放

る

蔵

元 の

６

線

護

設

素

第

射

防

施

療

面

に

置

廃

表

項

診

措

、 棄 に
貯
項
用
は

、に

」

施

」
記

放

す

改
蔵
中

、
別

る

め、
設
診

を
第

一
す
防
及
措

る

、
時

び

、に

」

種

等形

術手

い
の
て

時
し

報

同
位
性
同
射
性
放
射
た

放

射

量
の
数
素
の
元
素
位
元

装
中

同

式
線
式

性

様
ス
様

置

位

中

学

第

元

」
第
に

素

る
式

種

様
め
様

の

号
改
号

」
を

を

」

式

類

形

。
」

式

」

射

場

別

を

を

別

性

合

同
及
療

削

放

。
様

同

及

末
び
用

る
号 中

診

欄
棄
射

式

位

び

尾
廃

用

素

注
設
同
療

元

外
施
性

種

射

事
を
元
放

の

意
」
位

項

素
位

の
療
用
同

２
診
使

類

性

項
放
で
元

事
用
室

的

汚
護

に

染

場
使

防

合
措

放
示

放
選

で
用
の
置
止
置

射

染

染
等
が

汚

汚
床
体
食

透

線
す

線

除

の
が
浸
し

射

に

管

そ
滑
し

管

去

に

お
平 、

く

理

必

れ
で
に
く

組

理

織

任

体

あ
気
く

要

い

責

の
・
つ

器

者

制

構

る
体
か

な 材

、
液
腐
造

を
図

の
任

壁

、室

と

射
染

線
の他

効
下

汚
放

査

の

す

線

を
者

検

量
患 被ば

る

測
に 必

くす

措

定

実
以
置

な
器

る
週

要

種類及
を

」

び
）

第

記

記

第

第

型

放

元

号

種

式

式

様

性

の

様

号

射

素 化

、

、

に

位

類

に

」

」

同 核

診
素

式

種

等

用療

形

診

学

中
射性
療
を

放

診
同
用
手

射

術

療
位
放

性

室

用
元
射

同

、

放
素
線

位

射
使
照

元

性
用
射

素

同
室
装

の

位
等
置

種

元
」
又
等

類

素
に
は
で一

核

時

使
改
診

種

用
め
療

・

・

有

有

有

：に的体具

数台

有

び及名器定測

・

・

：

号

、

改

ス

に

に

ク

」

」
ッエ を」

。

置

る

装

め

線

）

線
使

、
同
射
に

室
、
放
的

線
事
射
す

射
意
照
用

放
注

合

」
療
６
具
場

治
項
器
る

、室
事
使
に

病
の
を

無

無

無

無



２ 加

入

参に

納

札入

判
ラ
達

調
パ
大
カ
調
納
契

す

を
ソ
プ
ー
を
入
約

達
ー

１
す
ナ
リ
レ

北

次
海

の
平

入

道

と
成

札

告

に

お
示

り
年

付

第

一
３

す

る

を

こ 規

。
別

削

の
附

は

第

有

。

則

記

所

る
則

し

化

号

て

、

放

第

装
及

平

備
び

号

成

し
廃

様

射

て
止

式

性

年

要

有

対
必に

所

者る

場

す

道
、
資

得
海
課
な

り
北
策 策

企
政

合
域

。
総
地
格

る

る
ル
ン
ー
る
期
期

部
課

画

・
プ
品
日
間

物
コ
タ
ザ
物

ン
の

囲

等
ピ
プ
リ
等

品
ン ー

ッ
タ
仕
平
平
内

の
ュ
ロ

、

称
タ
タ

様
成
成
で

名 及

等

１
１

４
４
成

び

年
年
平

数量
台
台
台
入
月
月
年

札説
日
日
４

般
月

る

号

事

競 札入争
日

項

告

下以

式

た

布

様

い

公

と」札入

施

同

ら

性

か

射

日

中

放

の

類種

。

の

る

素

す

元

行

位

い
時

の

及

形学
」

３

た
の

２

同

月

放
放

中

位

射
射

日

元

性
性

第

素

同
同

火

位
位

号

曜

元
元

様

の

日

素
素

式

種

）

類
量

」

種
数

２

の
の

の

類

を

を

査
、
調

課
済

務
経

総
、

核

課
振
計

術
統

技
、

学
課

科

月

報
通

情
交

、
び

課
及

興

明

か

書
水
ら

限

び

成
を

及
）
平
日

要

該

様

月
当

仕

３
に

求

年
度

書

間

る

で
期

よ

ま
約

に

日
契

実を）。うい

た
を

。

。

す

北

施

示

量数び

高事知

。

道

る

海

形学化類種の素元

種

射

」
第記

放

）
）

別

に

の

位

る

式

同

め

様

改

号

性

、に」

核

２

。

北

水地土、課
課
盤
画
基
企

す
し
長
だ
延

札

提
提

開
そ

範
が
の
と
算
こ
予
る
、

８

９

落
北
項
当
契
要
入
入

１
月

書

参
参

海
札

の
た
約

札
札

６

７みるは橋

道
者

規
り

５

札
交
交
便
便

入
入
入

郵
郵

開

札

３

４
」

」

保
説

等
等

札

開

明
約
幌
札
入

入

証
契
札
入

等

種

該
し
条
市
執

当

海

め改に

道

次

資

る

公

を
が
該
と

の
平
格
道
当
こ

に

期
場

時
の
の

出
出

い
成

２

平
３

、てい

限
所
他
お

同

に

成
に

規

加
加

る

月

す

４
。

定

年
じ

に
単
成

申
希

財
の

定
の
作

者

規
定

よ
価
の

込
望

務
決

を
否

の
は

則
方

り
）
要

書

法

定
和
た
っ

出
次

昭
め
も

提
、

予
て

に

格

所

北
価
札

り

年
定
入

よ

海道

有

定

証
明
付
付
に
又

規
１
効

の

場
方
る
電

金
書

よ
は

保
札

札
に

、
交

入
報

証
日

は
の

る

除
に

よ

時
金
免
付
所
法

入

す
関
る
す
３
事
同
場

は

に

。
る
に
の

札

。

。
で

認

じ

項
じ
所

、

同
所場札

中
行
札

札

交

め

。じ同に

区
場
場

日

者
を
央
の

た
項

３
及
所

時

あ
す
北
所

で
示

平

と

西
日

こ
所
条
び

る
場

丁

幌
海
成

。

６
時
札
北

目

市
道

物達調

北

央
別
４

中
庁
年 月

様仕求要、し関に品

有
行
調
を

書

海

区
館

ず

る
指
物
明

れ
年
す
う
達
証

に
北

報

と
競
に
た

も
海
こ
名
品
し

し
で

当
告
。
争
関
者

該
道

迅
る

る
第

札
、
あ

す
示

入 に

こ 。
又

す
な
と

と
号

関
速
こ

日

資

７

平

指
フ

は

る
ア
。

を格 たしの者いなし

）

有

水

当
入

札

則
月
な

入

、札入

た
札

参

第

る

込

。
の
限

申

号
り
に

加

）
）

を

下
価
。

書

以
単

者

す

務
制
た

出

財
の
し

提

」
範
落

こ

則
の
を

る

規
限

る

。

す

い

付

な

と
囲
札

と

条

総

３
階
日

道

北
４
９

。

合

支
午

画

７
狩
）

企

西
石
金

総

目
庁
前

部

丁

務

大

ハの載記に

室議

課

会
時

タ

を等件要アェウドー

を
ー

成

名
ス

海

さ
ビ

北

止
ー

年

停
サ

な
ン

示

い
メ

告

て
・

道

れ

に

と
ン

号

こ
ナ

５

い
テ

第 規

。
ス

第

定

の

第則規務財

す

う
で
と

い
内
者

。

各条

価
第
の
。

）
低
る

。
最 格

条

とこるいてした満

第
１

す

体

を

物

が

る

制

品

整

の

備

号

借

て

貸

れ

賃

さ

の

い



同
同
同
同

成平

欲
セ
マ

犬同
情
ッ
ゾ
乱

年

画

行興
種
映
同
同
同
同

小

興

激
せ
究
令
令

の
別

成平 年

生
つ
極
嬢
嬢

の
３

北

北
興

海

海
行

道

道
を

イ

告

青
有

こ
詳

示

少
害

所

の
細

第

年
興

入
は
札
、

約
名

税
相

者
員
る
契

イ

ア

あ
一
と
に

事
当
落
で
の
こ

者
る
者
る
部
。
関

業
す
札

札
落
額
て

に
入

る
捨

号

ア

る
額

加
金

札

げ
金

を
た

掲

決

義
ク
麗
な

３

母
ス
奴
る

月

息
査
囚
族

調

一

子
団
わ

日

て
一

を

れ
第

火

う

章

曜

痴

日

人

）

し情発妻の屋

戯のちた

妹

ソ
な
性
姉
姉

れ

たしま
育

行

プ
か

飼
飼

ー
い
感
妹

乳
れ
え

熟
し
穴

２

も
恥
育

隷

ま
い
り

奴

の

泡
な
ぐ

性

題

れみ

月 日

名

保
行

在

の
入

号

て

地

行
説

育
し

執
札

護
と

に

例
定

、
書

条
指

は
明

成

便
話
開
よ

す

郵
電
公 る

。

和
。

番
番
す
る

昭
る

号
号
。

年 海

－
－

北

な
を
免

る

で
金
と
か
に

す 務

る
を
っ
申
税

事
称

あ
額 札

者
出
業

を

か
入
た
し
事

当
海

税
書
は
る
者

担
北

免

落
と
い

す
道

事
に
、
こ
が

合

者
載
札
。
る

る
総

業
記

だ
き

織
企

で
す
決
た
と

組

る
こ
後
し
は

の
画

あ
る
定

等

算
額

か
と
速
、
、

名
部

係

た
を

に

札
に

し
）

定

入
消

額
っ

た

び
る

金
も

当

及

て

の
費

て

っ

こ

、

告
及

該
札

は

公
税

当
落

札

定
地

額
格

入

に
び

金
価

に

る
消

１
す

書

め
方

に
と

記

入
費

円
る

宝
ピ
ー

東
ー
ュ

同
ニ
オ
新

ト
画
画

ク
映
映

レ
ー
セ

害
ら

を
め

北

映本日新

オ
同
同
新
同

、
す
れ

てっ

ー

宝

会

ピ
給

東

作

ー

制
配

は
社
画

画

又

映

映

会
社

北
指
範

全

海
定

道
の
囲

部

知
指

性
義

事

し
感
を

著
的
心

高
定

道

－

条例

札

第

幌市

第

央

）

線
中

号

内
区

条

北
－

４

３

第

共

称
総

丁

の

６

項

西

１

条

問

か
札
同

及
務

を
。
や
落

消
が
業

所

わ

に
者
企

び
課

税
同
消

地

、

費
共
体

在

ず

等

も

の
業
税

積

等
企
費

見

事
場
税

た

税
の
免

っ

課
体

者

金

者
で
業

約

業
合
事

契

満
で

載

札
税

未
の

額

で
あ

さ

に

た

す
下

端
入

れ

関
以

の
、

金

る

数
札

に

件
費

あ
参

額

条
消

が
に

該

違
等

と
す

当

に
税

る
加

額

し
と

は
者

金

反
」

き
る

入
う

そ
、

の

た
い

、
は

札
。

の
消

れそ
め

お
た

る
る

海

認とるあが

道

任退就
就
同
同
同

公

の
成育な全健の年少青

粗
を
つ

く
情
傷

橋

刺
け

を
し
も

性
激
る

の

は
理

助
、
の

る

長
又
等

み
由

、
道
あ

し
は
で

次

北

土
の

海

と
平

道

お
成

地

平

告

す供に覧

改

成

り

示

次、りよに定

目

規

る

良

項
変

北

土
の
更
そ

海

規
の
の

道

定
協
関

地

平

告

に
議
係

改

成

示

る
て
出

の

あ
っ
届

良

か
、
書

税
の
提

の

免
そ
を

分

事
構
出

理

覧

に

業
成
す

北

道
、
そ
に

海

営
暗
の
供

道

土
き
関
す

平

告

地
ょ
係
る

成

示

、
の

数
税

の

は
）

端
費

分

効
扱

額
に

に

無
取

金
等

５

課

す

切
る

当

と
い

を
係

相 地

覧

。る

す
り

北

土
区
そ
に

海

水
の
供

道

田
関
す

地
告

農
係
る

改
示

良

就
平
同
同
同

別
任

報

退
成
任年月日 の事監・事理

理
同
同
同

別
事

役
年

第

員
３

法

年３

の
月

昭

月

号

就
和

日

任
日

の
第
任
律
退
法
び
年
及 届

第
が

。

）
出
号

よ
に
書

第

り
つ
類

法

年３

、
い
は

昭

月

号

赤
て
、

和

日

井
審
北

結
後

法
村
の
道

年
川
査
海

う
、
支

第
行
果
志

律
の 土

適
庁

第
改
と
備

）
地
当
に

号

改
）
書
。

第

良
）
類

年３

事
は

月

号

西
業
、

北
地
道

布
土
海

日

達
の
北 庁

区
事
支

地
良
川

部
改
上

書
。

帯
更
備

地
変
に

畑
業

業

第

振
類

法
興
は

昭
号

急
北

和
緊
、

律

上

法
備
道

年
整
海

き
支

第
暗
川
ょ
庁

第
）
備

）
）
に

号

能
川
香

川
祖
越
川

氏
雨
同
同
同

名
博
薫
治
烈

俊 雨郡竜
住

第

竜

知道海北

町

あ

事

っ 。
第
た
条

道

り

海

よ

北

に定規の項

良
決
え

事

雨

知

、

定
置 、

３
合
た
て

の
落
し
い

条 項
維

成

５
区

平

第
地
。

持 ）

月

い

北

理

３

お
管

年

に て

海道

事

計
え

事

の

か

用

知

業

日

準

備
定
て

整
を
い

合
画
置

総
め
、

般
。
成

一
た
平

型

北

３

］

年

海

農

月

道

業

事
え

事

用

か

知

用

日

業
置

項
地
、

１
土
て

第
の
い

条 規
良
成

の
改
平
事

り
画
月

よ
計
３

に
業
年

定
を め
か

道
定
日

、

字
字
字
字

島
白
岱
シ

中
尾
恵
オ

利
別
ラリ

番
加

カ

地

号

番
番
１

地
地
番地

所

改地

高

土竜

みるは橋高

す

、

み

ら

る

か

は

区良

橋

る
土

ら

高

地 事

、

第

橋

良

間

法
改

日

同

の

第

る

計

般

条

は

業

一

８

排

ら

１
の

縦

み

画

高

水

は

、

一

道

、

橋

農

間

、

日

ら

営

整

縦

み

画

の

る

区

般

土
た。

一、

良

間

改

日

地 北

縦の

徳

般

武



海北

点
ま

道

）
れ

告

に
た

示

引
海

第

らか点ハ
い
面
た

水

柱
道
イ
点
点

平

常

常

）

港

メ

か
に

呂
原

成

呂

ー

ら
引

点
町

い

字
）

年

線

ト

の

す

常
か

３

の

北

漁
区
そ
る

海

域
の
。

道

の
関

港

平

告

欄
係

漁

成

示

場
を
図

第

次
面

整

年
土

備

３

北

道
地

海

同
同
同
同
同

営
改

道

土
良

告

地
法

示

改
第

良
昭

就
同
同
同
退
同
同

成平

任

任

年

線

号

りよに岸陸び及）線ロ
度 分 点地のルトーメ

呂
ら

月

海

ル

度
た

ニ
囲

の
線

側

地

分

日

線

イ

番
度

点

と

線
メ

西

の

に
に

点
、

交
ー

角
分

ハ
）

に
点

を
ル

設
引

）
ロ

点
ト

点
地

さ
た

引
か

イ
の

置
い

と
点

れ
線

い
ら
た

し

た
と

線、

域
標
道
、
ロ
度

の
は

法

月

号

よ
、

改
道

和
に
海

昭

日

う
北 務

律
。
林

法
る
産

年
め
水 部

第

漁

第

漁

）

港

号

同
同
同
同
同

和

号

生 農
第

区
律

地
法

田
年

同
同
同
監
同

免 備
第
整
）
道
号
農

事

）事
条

香
小
佐

平
同
同
同
同
同
同

能

３

成

月 日 火

理
同
監
同
理
同
同

）日曜

川

事

事

事

鳥
吉
佐
小
橋

ま囲りよに線際水び及

欄
道

陸

る
分
交
同
町

たれ

線
域

引
を
に
常

ロ
水

に
点

た
点
定
港

、
の

い
ホ
規
呂 の

欄

北

に

線
と
す
線

同
欄

町
、
イ
海

に

海

規

と
し
る

定

知

す

道
ニ
点
側

規

道

定

か
ら
に

す

事

る

常
点
か
線

ニ

高

線

港
ら
道
沿

る
イ

呂

項

北

５

び

第

及

条

課

６

村

に

海

走

定

北

網

規

道

の

海 備

き

事

に

づ

知

庁

基

道

支

業
の

高

え

、

々

の
２

祖
川
川
林
木

事
３

工
第

俊

芳

を
項

薫
博
烈
茂
雄

成
規

平
の

同
同
同
同
同

公
月
り

３
よ

年
に

９
定

字
字
字
字
字

日
告

尾
中
オ
満
恵

に
す

場
谷
越

々

井
本
木 雄

一
勇
男
治

一
周
芳
栄

國

竜雨
同
同
同
同
同
同

夫
治 字

字
字
字
字
字

町竜雨郡 字

北

伏
恵
恵
尾
洲
伏
恵

ア

点
、

線
ホ
道
い

立

町

域地

に
呂
点

か

橋

同

の
点
常
ホ

は

に

側
引
港
に

ら
欄

海

る

規

線
い
線
至

線
び
線

み

定

と
た
及
る

度
の

域
す ３

、

保

指
指

イ

常

て

種

橋

い

２

置

第

立

安

港

供

み

に

漁

る

覧

呂

は

縦

２

ア

安

立

町

保

指
指

白
島
シ
寿
岱

完
る

別

ラ

利

了
。

加
番
リ
番

し

地
カ
地
番

１

番

た

地

番

地

の

地

で、

ア

イ

指
立

町

立

指
別

古
岱
岱
白
本
古
岱

別
別
利

番

加

番

番
地

地

地

番

海

番

番
地

番

地

地
地１

道

１

）
林

平
号
農

公

安

第
水

成

保

林

の
伐
伐
森

木
主
主
村

産

採
択
て
備

伐
、
し
整

は
と

よ
を
で

の
に
採
画

伐
伐
計

こ
る

法
。
る
め

る
す
定

方

予

定

木

定

間

林

が
準

と
標

林

の

伐
係

森

施

に

定

の
伐

要
目

の
林

所

森

の

採

業

る 次
度

所

的
件

、

場

限
は

在
に

お
次

増

１
土

と

図
の

の

伐
伐
森

定

木
定

林

主
主
村

、
し
整

施

定

は
と
林

の

予

計

採
業

林

択
て
備

の

伐

森

要
目

の

所

に
採
画

の

伐
伐

め

場

る
す
定

方

在

よ
を
で

と
標

こ
る

所

的
件
法
。
る

主
主
村
間

増
。
土

が
準

る

に

の

の

伐
伐
森
伐

木

木

定
伐

伐

、
し
整
係

施

は
と
林

伐
計
森

採

採

業

択
て
備
る

で
は

要
の

の

に
採
画
林

伐

次
度

る
す
定
、

方

限

よ
を

標
と

こ
る
の

件
法
。
る
め

水

が
準
お
次

的目の定

と

年

林

か

月

定

の
臣

３

予

条
大

報

森

規
ら の

所

よ
次

の

に
、

日

林

定 が
に

所

知
う

場

通
よ

在

る

伐

た
林

登
限

っ
安

に

あ
保

の
木
上

立
以
る
齢

き
期
で

る
立
す
該
と

当
の
、
も

は

示

り
の

毛

砂

在所の
。
木

お

増

上
崩

す

と
と

郡

以
の

筆
の

分

る
り

毛

２
壊

部

す

備

限

す

別

に
防

に

。
と

町

い
る

る

苅

つ
。

。

て
）
の
、
・

次 図に

き
期

毛
）
砂

で
伐

国
以

示

崩

る
齢

郡
、
の

増

壊

立
以

防

は
の

２
町

の

木
上

の
毛

当
の

分

備

、
も

阿

該
と

の
。

３

木
る

の

立
す

と
と

で
伐
り
の

の

在

次

所

立
以
る
り

る
齢
す
お

き
期

、
も

る

は
の

す

木
上
。
と

。
木
る
立
す

該
と
当
の

。

別
る

在

養んかの源

所の

す

山

定

鉱
）

指

市
。

。
を る

町

予

海

る

北
先

あ

地

で

１

定

の

旨 森

知
有

、

道
国

第

林

事
林

す

市る係に村町市るす

国

に
）
筆

分
林
２

部
有
上 有

限
、
林

る ）

。

。
・
次の

部

村

す

町

示

市

に

る

図

す

市るす

限

市る

に

係

分

に

法

。

市る係に村町

高
次

昭

の

和

橋
図に

号

律

み
部

法

る
す

年

は
示

第

分



ア

平成

立

町

主
主
村
間

木
指

年

６

定

伐
伐
森
伐

保

指

イ

村
間

林

町

立

安

５

伐
森
伐

予

定

木

主

イ

ア 木
定

林

主

立

安

立

保

指
指

予

伐

定

木

ア 木
定

主
主
村
間

立

町

指
指

４

伐
伐
森
伐

定

保

イ

の

伐

予

木
間

林

立

安

３

は
と
林
に

月

伐
、
し
整
係

択
て
備
る

採

日

の
に
採
画
林

伐
伐
計
森

火

方
よ
を
で
は

曜

る
す
定
、

日

法
。
る
め
次

）

り

が
準
お

と
標
と

こ
る
の

の

き
期
と

件要業施

で
伐

る

林

の

伐

整
係

森

林
に

定

目

の

画
林

所

計
森

の

採

備

度

所

的

定
、

場

限

で
は

在 沙
１
土

標
と

の

る
の

め
次

流

伐
り
の

砂

準
お
次

とこるすを採伐てしと

の

き

郡

期
と
と

以
の

でが
択

の

伐

伐

森

、

施

定

は

の の

の

所

に

の

伐

採

採
業

林

法
。

場

る

限

方

在

よ

要
目 砂

次

沙
の
土

次

度

所

的
件

林
に

の

と

郡
に
の

の

流
図

る

の

伐
、
し
整
係

施

は
と

林

伐
伐
計
森

採
業

択
て
備

よ
を
で
は

要
目

の
に
採
画

法
。
る
め
次

る
す
定
、

方

お

る

と
標
と

こ
る
の

的
件

と

）
砂

で
伐
り

。
土

が
準

林

伐
係

森

に

定

の

の

き
期

限
は

在

の
林

所

森

の

採
る

礼
１

と

の

の次
度

所

、

場

と
と

郡
先

り
の

文
地

お
次

の
木
上
。

立
以
る

る
齢
す

る
立
す

該
と

当
の

、
も

は す在所の
。

木

北

り

４
出

平

齢
す
お

上
流

る

防

町

上
。
と

筆
の

取

以
る

い
二

も

る

つ
備

字

の

す

に

す

次
谷

と

て
風

の

。

示
・
に
２

。

図
の

る

の

立該当、は木立る

の
す

示
流

る

１
部

す在所の木

と

町
部
の

り

高
す
出

お

日 高
限

る

日
に
備

す

字
分
防

る

。

。
・１

）
の

。

壊

立
以
る

崩

る
齢
す

以

の

備

、
も

防

は
の

の

木
上

所の
。

木
る

立
す

該
と

当

す
お

礼

るす在

大
２

。
と

町
上

る
り

文
以 国

泊
先

。

船
地

る

字
筆

す

の
カ
次

チ
。

ヲ
林

字
有

村

村町市

ナ
図
フ

海

市る係に

道

１

平

公

林
安

変を件要
成

指
安
保

定

に
・
分

更

）
・
。
３
る
の
限 北

森
海

部

道

林

イ

治

告

山

市る係に村町市

法
示

いつに筆２上

町

立
次
課

８
て

ア

係に村町市

安

立

保

指
指

市る

ア

イ

示
イ
に

立

町

立

指
指

す に
・
分
先
部
地

限

７

立

安保

イ

在
し

３

業
所
と

年

施
の
林

月

要

報

件
場
て

に

れ

更

さ

変

定

日

の
所
指

限

。るす

保

的

る

目

係

た

第

木

昭

間

の
並

和

伐

図
び

の
に

」
に

号

採

法

る

び
別

伐

年

係

及
登

律

森

市

は

の
所

の

第

林

次
役

限
、

と
及

第

の

り
関

）

次
度
お
び

号

と

」
係

め定で画計備整林森村
お
次
は
町

標る

伐
伐

定

木
定

林

主
主

準

条

伐

森

、
し

施

定

は
と

の

予

採

の

伐
伐

採
業

林

択
て

の

す

方

在

よ
を

要
目

の

所

に
とこ

所

的
件
法
。
る

場

る

定

主
主
村
間

上
い
土

が

つ

に

の

の

伐
伐
森
伐

定

木

木

伐

伐

、
し
整
係

施

は
と
林 計

森

採

採

業

択
て
備
る

の
要
目

の

の

に
採
画
林

伐
伐

る
す
定
、

方

限

よ
を
で
は

る
の

的
件
法
。
る
め
次
度

林

土

が
準
お
次

と
標
と

こ

所の

採

林

伐

森定

の

予

木

沙

。
す
る

度

所場

限

在

の

）
の

田
。
源

亀
る
水

部

次

和日字町

養

山

ん

恵

か

郡
道
の
海
１
北
山

第

事知
１

２

と
と
省
場

の

り
の
、
役

規

る
り
し
備

の

す
お
略
に い

に

す
そ
置

定

。
と
、
え

、

面
縦

り

。
図
て

よ

る
の

す

よ

関
供

の

び
に

次

及
覧

とのもの上以齢期伐

係

川
て
砂

で

書
る

う

。るす

出

立

新
の
流

る

郡
次
の

き

字
示
防

は

町
に
の

木

得
図

幌
分

該

佐
部

当

上
す
備

、

に

立

限

木

の

）

在

・
。

所

１
る

の

の

お

の

き
期
と
と

砂

で
伐
り

と

出

立
以
る
り

流

る
齢
す

も

る

防

は
の

す

の

木
上
。

る
立
す
該
と

当
の

。

備

、

と

分
流

の

）

在所の
。

木

町

と

る
取

り

限
平

お

に
郡

。

、
町

る

）
本

す

。
地
５
５
の
の

次
先
の

次
高
の
橋
に図 示

号

み
分
る
部

は
す に

海

林

北

安

を
）

保

類
。

に

務

業

林

施

産

定

水

指

道

の

す 市

の

る 町

に

市

筆

る

２

係

上

に

以

村

国

市る係に村町市るす

の
部
次
す
。
示
林
に
有
図

示
限

に
に
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伐
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伐
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伐
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伐
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伐
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縦
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伐
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こ
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伐
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伐
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伐
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植
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伐
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伐
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齢
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。
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に
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、
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道
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室
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２
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追
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追

川
字
字
分

別

町

町
美
美
町
町

町
町

小班

町川鵡郡払勇線川鵡

本

字
字

蘭

蘭

平

幌

字

地
字

字
沢
沢

蘭

美

神
土

土

土

土

早

歳

内

川
現

現
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木
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縦
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。
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４
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４
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ら
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先
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先
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ら
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岡
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湖
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２
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３
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滝
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８

保
枝

地

地
地
地

）

か

地
先
先
先

ま
道

ら

先

線
幸

先

ま
か
ま

で
道

枝

か

交
郡

ま

幸

で
ら
で

美

幸

ら

点
枝

で
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２
７
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、
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檜
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函
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同

同

２
路
森
北

道
線

海

路

砂
函

名

道

の

北
正
年

第

海
し
３

道
、
月

報

号

告
平
示
成
日

第
年４ １
号
月

登
ら
発
か
開
日

現

島
木

木
大

土

土

館

館
山

線
所

線
所

業

業
成

現

留
奥
か
管
で

久
遠
遠

萌
尻
ら
理

郡 成
班

郡

郡
郡
奥
署

大
林

大

小
奥
尻

町
い

成

平
尻
郡
班

太
班

町

町
町
奥
林

字
小

本
球
町
へ

田
地

字

字
字
尻

班

有
田

郷
浦
字
小

国
先

太

奥
番
尻
地

林
国

郷本字町平小郡萌留 番

地
国
先

檜
有

番

番

島
木

木
平

土

土

館

萌
小

１
留

線
所

線
所

業

業
町

現

現

奥
奥

留

奥
署
尻

尻
尻

萌
萌

郡

尻

奥
林

郡
郡

郡
郡

郡

平
平

奥
林
尻
班

奥
奥

小
小

町
町

町
町

尻
班
町
い

尻
尻

松
班

字
字

字
字

町
い
字
小

松
班
江
地

稲
稲

本
本

字
小
江
地
国
先

穂
穂

郷
郷

国
先
有

番

有

林
海

番
番

番

厚

島

９

林
海
檜
浜

５
１

１

停

木

木

沢

内

土

土
知

館

館

所

線
所

場

業

業

部

車

現

現 郡

山
山

磯
磯

檜
檜

上
上

線
沢

内
内

厚
厚

知
知

郡
郡

郡
涌

町
町

字
字

部
部

町
町

沢 滝
上

元
元

字
字

涌

野
里

番
番
１
１

び

館

及

番
番

路
縦

土

線

現

覧
原
木

名

業

場

、
所
線
所

縦
区
茅
茅

覧

部
部

場

森
森

郡
郡

所

町
町

及

港
尾

字
字

び

町
白

区

番
町

９
内

域

１
番
地

所
。

覧
る

閲
す
簿
行
録
施

覧

道

閲

海

び

北

及置設の

第

則

事

規

知

先
有

山
未

１

林
海

森
開

地

地

）

か

ま
海
檜
浜

林
地

先

先

森
）

理
ま

ら

で
浜
山
地

管

後

前

後

）
林
ま

久
署
で

地

後

前

で

ま
か
ま
か
ま
か
ま
か
ま

先地
で
ら
で
ら
で
ら
で
ら

らか
地

檜
浜
山
地

地
地

地

らか

ま

か
先

山
地
森
）

先
先

先

で

ら
で

ら
ま

森
）
林
ま

か

理
奥
署

管
ら
理

で

林
か
管

前

後

前

後

前

か
ま
か
ま
か
ま
か
ま
か
ま

ら
で
ら
で
ら
で
ら
で
ら
で

か
ま

地
地

先
先

２
４

地
地 前

後

で
ら
ま
か

ら
で

先
先 前

後

後

か
ま
か
ま
か
ま
か
ま
か
ま

ら
で
ら
で
ら
で
ら
で
ら
で

間

でま先
ら
地
か
１
先

前更変

前

後

別の後 敷地の 員
ら
で
ら
で

か
ま
か
ま

幅 延

の決

高

）

橋

定 の

号

を

み

部

る

一

は

次

複重線場
車停平小糠幌道道

糠
複
幌
重

道
線

道
場

小平停車

長 間区複重のと等道国



１

め

格
成
る
定

資
平
す
に

加 者

及

規

調
度
必
も

び
年
に
る

北

地
定

海

に
平

道

よ
成

方
立

自
り

札

治
、
年

幌

一
３

法

平

開
れ
開
所
開

１

２

３

施

地
許
び
許

成

発
る
発
及
発

区

完、は事
年

域
域
可
氏
可

た
３

又
の
を
名
年

し了

北

都
道海

市

登
美
録

上

計

録
瑛
簿

川

画

簿
町
閲

支

法

閲
開
覧

庁

１

覧
発
所

簿
町
閲
万

閲

幕
録
森
簿
長

覧

別

平

場

町
閲
開
覧
部

成

所

開
覧
発
所
町

の

発
所
登

開

年

資
す

を
お
な
と

達
に
要
の

役
北
は
。

る
て
格
る

す
い

務
海
、

結
め

類
締
定

種
が
に

の
道

般
月

う
の

よ
も

し
る

体

行
競

不

令
争
日

自

入

北

由

札

海

昭
児

に

道

和
総

道
療

参

立

合

年

立

加

札

療

政

育

す

幌

育

札

令
る

セ

第

セ
幌

者

体

ン

に

不

タ

号

ン

必

自

ー

体

工
称
け

日

月

は
名
受

月

。

含

の

番

に

者

び

日

区

た

及

知
富
成

空

空
中
平

ま

住

号

知郡

郡
良

富

富
町
５

。

中

中
野
年

告

昭

所
登

示

和
第

年

部
美
目

号

瑛
６

法

町
番

律

支

町
号

地

第

本
１

番 １
４

）

丁

号

庁

第

美
内

事

登

録

発

条

３

項

月

中

長

幕
番
森

日

万
番

幕
録
別
地
町

別
簿
町

字

部

火

町
閲
本

御

町
地

曜

開
覧
町

幸

字
の

日

町

長
１

発
所

）

万

す
し

と
と

幕

幕
計
森

長

登

当
る
、

契
よ

る
に

め
約

定
契

に
該

一
す

る
を

係
達

に
調

約
り

要

由

告

以

タ
不

な

児

示

下

自

資

総

第

ー

格

合

３

由

を

療

政
号

令

児

定

育

告

」

総

た

ン

と
め

セ

合
示

第

長

）

院

。

ー

う
。

タ

い

津

良

良
長
月

野

野

町

町

上

西

本
方

町

町
四
日

番

番
夫
設

海
４

９
昌
建

北 上
１

１

第

道 川
、

号

号

庁
番

５

支
４

－

長

都

２

町

第

瑛

青

告

」

に

課

定

設

規

建

の

市

項

示

別
画
町

万

発開の次るよ

建
内
設

町

町

町
課
建

部

別

部

内

設

町

設

課

建

本

都

課

課

め

別
画

改

幕
計

に

市

内

設

。

建
内

る

町

北

種
入
の
争
務
競
役
般
る

部

、
参
は
に
類
札

１第５

川

の条

請

申
申

申

４

の

敏

項

格

法
い
掲

及
め
資

年
つ
に

協
い
審

律
て
げ
経
中
び
て

３

郎次木

第
は
る
済
小

当
者
平

下

複
と

た

資
中
以
小

写
を

行
海

企

機
証
該
で
成
格

北
工るす関に為

２
の
政
約
政
道
道
平

次

契

市都

令
い

締
令
が
税
成

資

」

海

を

道 公

の

の
の

類書

請
請

契

資

役

。
郵
い

期
法

先出

時
方

提

先

番

成
出

便

平
提

３
指
年
の

号

当
資
産
企
業
る
査

該
格
業
業
組
と
の 請

）
中
の
局
等
合
き
申

号

同
あ

の

第
小
資
長
協
に
。

業
要
行
組
っ

時

３
企
格
が

は

及

第
等
件
う
合
て

期

条

、
公
第
、

び

１
協
は
官
法

法

第
組
適
需
３
設

方

項
同

し
格
第
の

７
合
用
適
条
立

に
は
な
組
４
際

号
又

中

要
業

及
明
調
あ
１

企
等

び
し
達
る
年
件

小

務
と
月

業

の
協

そ
た
役
こ

附
で
に
。
１

等

特
同

の
者

現

同
合

属
あ
関

日
例

協
組 第

の
こ
、

在

組
法

品
る
し

。
求

本

」
３

迅
と
要

、

合

な

仕

店

と
条

速
幌札立道

昭

点

様

又

い

書

は

う

合総児由自不体 療

和

検

第
ず

結
第
行
を
う
滞
年

れ

の

指
納
３

に

た
の

の

も

め

名
し
月

条

条

該

に

競
て
に

第

第

当

必

争
な
日

４

４
な

札
こ
お

１

２

す

要

入
い

に

に

こ

同

に
と
い

項

項

る

を

す

引

規

よ

と

意

関
。
て

要格

す

競
得

る

き

定

り

。

の務

る

争
て

指

続

件

報

給
北
給

体

供

供

約

格

類種
資
道

成
自
海
の
海

平
不
北

由
道

３
総
札

札

年
児
立
格
立

月
示に

－

日
より た

市

か
し

幌

）
成

札

火
作

９
書

区

月
請

稲

４
申

手

ら
を

山

日
類

金

資

掲
協
い
合
号
に

金
提

１

る
組

証
掲
格

げ
業
。
の
に

業
が

を
る
有

協
合

明
げ
を

合
の

す
業
る

組
次

有
企
す

ず

と
合
で

い

る
組
者

れ

き

あ

以
に

下
も

か

。
以
る

下
該

の

協

、

に

営

。

当

企
が

業

法

整

載

所

及
年

調

記

業

）
第

び

複

の

中
律

並

の

等

び

に

写

事

小

消

機

業

企

品

件

を

団
）

耗

要

所

業
号

供

を

海

の
規

の

等

北

体
に

体

た

内

織
す

給

満

道

組
定

ーサ写複のータンセ育
き

供
制

し

に

に
る

のスビ

停

年

札
る

を

２

者

入
い

名

者 含

さ

上

成

の
は

止

以

未

へ
れ

て

の

者

加
ま

れ

そ

年

参
い

な

業

被

排
な

い

事

、

を
）

こ

営

佐

さ
。

い

を

補

除
な

。

で

又

て
で

と

ん

人

れ

月
合
幌
以
幌

い

い

は

い

下

療
日
育
体

体

一
ン
自
格
自

に
セ
不
資
不

競
ー
児
と
児

般
タ
由
」
由

入
複
合
う
合

争
の
総
い
総

の
サ
育
）
育

札
写
療
。
療

告
ビ
ン

ン

公
ー
セ

セ

第

を
ス
タ

タ

目

で
な

丁

ま
し

１

）
出

条

なら

号

な

２

ば

番

れ

２

け

員

」
る

組
成

合
す

業
構

組
は

と
過

い
き

」
の

と
と

合
を

）
２

う
数

。
、

い
半

う

）
占

の

。

い

し

す
小

が

て

有

関
中

に

こ

い

法
業

備

る

て

る
企

整 て

を

こ

協

れ

と

る

律
等

さ る

明

。

和
組

い

証

と

昭
同

こ

し

合

る

るす給供、し関に給
と

助

で
と

こ

補

者
こ

る

被 っ

と

あ

こ

で

い

。

人

な
。

行
の
ー

ー

、て

。

北
給
複

複

う
供
の

の

海
に
写

写

道
係
サ

サ

号

ス

ス

札
契
ビ

ビ

立
る
ー

ー

幌
約
の

の



契
札

幌

２

３

入
平

平

札
成
体
約
幌

成

不
条
市

に参
年
自
項
手

行履

年

１

加
北
由
を
稲

に
達
海
達

札
調
北
調
契

入 す
す
立
す

付
を
道
を
約

北

次

７

海

の
平

道

と
成

約

資
資

立

に
資

格

お
札

係
格
格
を

り
年

幌

一
３

る
は

有

６

一
１
の
す

格

再
再
し
格
資

イ

ウ

成
資 有

の

申

中
を
企

申
た
の
格

を
請
効
有

請

小
有
業

請
申

５

企
す
組

審
の
う
資

格
次
行

資

を
ア

ず
と
を

査
い
こ
格

３

す
海
児
示
区

月

る
道
総
す
金

者
立
合
場
山

日

必
幌
育

条

に
札
療
所
１

火

セ

丁

要

曜

目

な
体
ン

日

２

資
不
タ

）

号

児
複

２

由
の

番

格
自
ー

幌札立道海北所場

総
写

幌
役

る
る
札
る
期

体

合
サ

務
間

事
役 名

不
仕

囲
得

の
体
の

項
務

等
成
で
。

称
自
様
平
内
る
、

及
由
び
児
量
合
入
５
成

数
総

年
平

療
札
月

幌札道海北

育
説
１
年

般
月

自

セ
明
日
４

不体

体

般
の

る

競
不

喪
者

競

争
日

自

入

争
に

が

由

札

入
定
失
２

児

札
め

に

総

の
る

規

以
合

下

落
契

定

療

札
約

す

育

決
に

る

入
セ

札

定
係

資

ン

」

の
る

格

タ

と

日
も

要

ー

業
る
合

仕
書
期
効

ま
の

件

間

方

等
者
又

様
類
間
期

の
す
提
び
は

協
で
は

と
を
及

る
業

る
出
当
、

同
あ
協
法

期
格

合
も
組

者
し
該
資

組
の
合

は
な れ

の
有

企
に
で

、
け
間
を

る
る

の
ば
更
す

業
限
あ

４
な
新
る

組 を
）
格

の
ら
手
と

合
。
資

が
有

の

除
を
を

申
な
続
認

者

に
き
る

申
か
で
す

再
れ る

該

す

当

当
。
の

請
該
る

立

引

に

道

で

格

海

者

資

北

き

営

幌

続

る

札

き

係

タ
供

ン
の

セ
ス

育
ビ

療
ー

３
を

第
格

示
資

告
の

ー
給

規
る

に
す

号
有

北

ンセ育療合総児由自不

ン
書
か
月

定
こ

ータ

タ
に
ら

限

の
る
成
を

ー
よ
平
日

複
。

該

ー

月
当

サ

３
に

写

年
度

ビ

延

供

で
を

の

ま
間

ス

日
期

ンセ育療合総児由

給

。

い

津

た
長

長院ータ

告

う

で
で

に

示

。

と
あ

該

第

）

す
る

当

４

を

る
た

し

号

す

有

こ

施

、

い

実

。
め

な

の

っ

間

な

。

期

と

る

効

と

有

請
い

め

は

き

新

と

更

た

類

旨

。
更
す

書
。

た

く
変

提

通

で
た
者

の

の

）
し
る

先

が

る
の
そ

出

知

あ
も
で

を

成

、

っ

格

構

に

あ

資

の

提

か

す

を

該

日

有

員

当

た

で

し

先

１

者

更

出

ら

る

変

続

自

を

相

不

格

を

体

資

業

と

併

総

う

合

児

よ

、

由

得

セ

も

譲

育

る

は

療

す

又

合

り

ー

、

よ

タ

は

に

ン

の

渡

北る
。
す
と

庶

資

海

札立道海

道 公

だ
す

の
の
の
細

こ
こ
こ
詳

算
が
予
と
、
こ

式

し
る

一

範
り
の
あ

入
わ
な
算
約
名
所

問

加
契

敏川

、

、

は

札
札
ず
お
し
に

入

う

。

失

い

を

な

格

わ

資

行

８

９

。

に

財
札
合
契
要
そ

号

入
の

規
記
額
書

掲

務
書
計
約

開

そ

た

の

の

札

成

に

定

構

の

示

に

の

も

指 り

る

員

よ

め

５

６

７

資

作

契

開

札
札
交
交
札

入
入
入

落

審

計

務

格

小

保
説

者

札

開

請申

の

再

も

の

た

査

し

課
４

入
は

道
執
海
札
入

入

北
入

及
の
の
入

札
告
札
、

入
公

報

は
明

契
容
行
説

び
内
執
札

、
定
公
に

は
予
、
書

約
は

る
。

達
あ
す
る

調
で
開
よ

号番話電
続
、
。

手
り
の
変

消
消
合
す

在

書
、
、
た
関

税
税
金
事

記
費
費
計
る

に

に
を

す
等
等
額
務
称
地

載

担

る
抜
相

額
価
額

当
北
郵

円

金
き
当

道
番

満

は
格
は

す
海
便

未

当
当

組
立
号

の

、
相
、

る

費
額
該

織
札

端

消
税費消る係に等額金

数

地び及
税

代

の
幌

が

成

る

の
の

則
載
）
作

げ
方

入
最
の

入
時

第
の
が

に

札
低
要

札 び

第

い

総
を
否

他

及

条

お
の

項

、

格
っ

こ

１

て

価
も

２

て

規

入
札

告

規

に

各
入

公

の

定

札

に

定

る

格
効

め

よ

す

価
有

定

に
決

保

札
札

証
明
付
付
の

り

証

場
日

は
の
場
方
定

金
書

時
金
免
付
所
法
法

、
交

方

す
関

除
に

所

る
す
４

同

事
同
場

に
に

。
る
に
の

。
。

。
で

じ
じ

項
じ
所

同

場
場

日

札
の
立
行
札

札

交

所
幌

北
平

自
日
不
び

体
及
所

時

児

幌
海
成

由
時
札

総

市
道 幌

月

療

稲
札
４

合

手
立
年

が
こ

等
る
止
す

停
更

育

区

。
得
る
り

得
有
り
が

有
と 。る

第

－ － 線内
－

あ

等
単
金

名

に
価
の

称
体

る

係
）
請

及
不
所
由
札

き

る
と
求

び
自

と

税
る
と

在
児
幌

は

課
す
の

合
手

そ

事
こ
き

地
総
市

、 端

者
。
加

療
稲

の

業
と
に

金

あ

す

セ
金

数

で

算

育
区

消
か

こ

タ
１

額

る

る

ン
山

税費 下以

と

ー
条

を

と」等税費消

資

な

る
い
免

を

価
札

札

め

格

単
入

入

定

し

の
限

関

各

有

）
に

に

た

い

れ
。

る

定

な

そ
る

す

予

の

れ
し

件

格

者

ぞ
）

条

価
の
た

に

定
を

反

価

た

予
者

違

単

し

給
札

た

の

札

供
落

し

）

入

。るす付

、

セ

金

タ

１
不

ン

山
体
日

児
午

庶

１
由
）

ー

条
自
金

課

目
総
前

務

丁 ２
合 ータン

号
セ
２
育

番
療
時

号

り

税

庶
１

切 て

業

費

課
目

捨

事

消

務
丁

相

２

。

で

等

番

る

者

税

２

を

を

か

額
。

る

当

号

）

あ

入

範

い扱り取の）。う
は

内

務

量
と

札

囲

財

数
者

無

者

則

乗
る

、

の

規

を
す

て

効

で

第

じ
。

あ
得

と 。

、
額

各
る

て
た

す
条

っ

室議会大



３

書

行

請

を

申

査審

ウ

者
の
ア
イ

条

は
審

成
付

ア
査
申
申

条

平
件
こ
一

か
を

の
の入札

年
般

ら
申
請
請

５

な
人

備
道
次

の

設

ア
イ
ウ

気
火
お
員

保
が
の
消
電
防

守
行
資
防

成平
点
う
格
設
工
対
、
を

２

年
い

守
調
契
履

札
の

保

入
次

道海北
検
を

参
ず

点
達

に

１

立
業
す

加
れ

約
行

北

次
海

の
平

入

道

と
成

調

平

立

達
札

お

成

札

り
年

を
に

幌

一
３

す
付

年

先

は

出

き

提

と

の

た

類

っ

便
海
結

い
郵
北
査

な

審、
札
申

号
立
を

番
道
果

。

幌
請

し

２

の
の

は

１
競

ウ
請

の
地

１
入

で
な

の
、

月
争

ま

法

定
方

日
札

に
け

規

時
方

加

め
ば

に
自

現
参

定
れ
期

提

る
法

、
資

る
な

よ
治

在

な
成
出

条
施

石
格

と
ら
平
先

件
行

狩
の

こ

令

支
審

ろ
い

一

庁
査

に
。
年
の

付

内

り

月
示

般
昭

管

よ

３
指

業
従

競
和

士
士
物
務
事

検
指
を
備
事

せ

資
競
つ

点
を
さ

の
名
も

種

資
全
る

格
争
技
甲

検
安

有
札
者
第

格
・
こ

を
入
術

類

実
が

す
に
を
１

者
確
と き

こ
す
し
、

に
で

る
関
有

指
い
種

施
る

と
る
て
甲

実

公道海北

名
る
第

す
。

。
第示告報

す
に

平

を
こ
４

る

は又号

者
該

期
場

委
役

る
も

務
る 仕

間
所

必
す

の

に
当

託
務

と

等

養
な
こ

式
様

要
る

一

校

約
海
学
格
。

契
北
護
資

札

説
結
札

札
締
立

入
の
道

幌

幌

育療合総児由自不体

般
月

る
セ

明
日

３

体

役
す

競

月

不

る

争
日

務

自

入

北

の
事

日

由

札

海
項
名

児

道

称

火

総

以

立

及

曜

合

下

札

び

日

療

幌

数

）

育

量

入
セ

札

体

ン

」

不

タ

と

自

ー

者
体
に

－
不
通

総
。

幌
児
る

札
由
す

自
知

ン
金
セ

区
育

稲
療

手
合

市

に

条
ー

１
タ

山

に

、

本

２

日
よ

争

社

の

り

入
年

水
作

札
政

し

あ
第

有

及

）
成

で
令

を し

び

から
た

る

て

月
請

で
。

い

に

４
申

の
号

書

、
以

る

掲

こ

げ

。

資

を

札

と

る

日
類

入
下

を

）
出

参
令

格

火
提

に
政

乙

に

止
。
、

め

停
と
類

た

い

６

記

て

第

上

れ

種

、

さ

を

こ

び

格

い

及

資

な

類

の

成

７

者

第

つ

。

種

持

と

乙

に号５第示告道海北年 定

類

を

規

成
自

よ
平
不

に
ら
体

書
か

由

る。

療
月
合

３
総

年
児

ータン

タ
で
ン

ま
セ

日
育

学護養稲手道海北び及

い

由

校

ー

告

う

児

示

。

総

第

）

合

５

を

療

号

。

ー

る

タ

す

ン

施

セ

実

育 長院

北

２番２目
課
丁
務
１
庶

津

」

を
た
業
る

額
て
事
す

号

い

す

で
な

し
と

有

ま
し

加

ば

と
。

か

れ

う
う
る

け

よ
第
る
か

ら

う

な

す
）

ど

契
要
そ

号

ア

札

札

効

掲
札
落

約
有

開
に
入

７

８

９上以人３てめ含

札
交
交

便

る
入

郵
郵
落
財

和防消等舎庁るす

務

と

規

こ
説

等
便

札

６
稲手道海北び及

年

入

札

用防消の
開
開

入
以
保
入

等備設

川

下

札

札

証

入

海

敏

道

４

５

契
札
北
入

公

者
金

市
道
執

約
幌
海
札
入

し
）
あ
を

算
額
で
額

加
金

免
書

金
も
か
札

た
を
る
入

て
税
に

額
っ

者
す

該
札
業
載

当
落
事
記

に
と
あ
こ

額
格
で
る

金
価

の

札

な

げ
金

書

１
す
る
と

札

入
等

の
時

決

入

る
額

作

係

の

お

に

に

札
に

成

に

定

て

た

る

び
る

要

い

当

限

及

）

の
費

、

っ

。
否

他

こ
消

た

告
等

に

は

し

公
税

２

て

を

定
取

定

入

者

に
の

規

、

又
等

者

る

書

落

め
扱

す

札

に
書

は
に

の

付
付

則

ろ
明
よ
の

電

第

よ

決

る
交

報
方
第

。
付

に

条

る

定

場
方

関
所
法
札
る
法
１

に

よ
入

は

規

る

札

の

す

入

項

場

認

に

項
に
の

、

定

事
４

第則規道海北

よ

同

下以。号
保

に

金

札

財

り

じ
所

め

消
加

納

保

証

等
参

を

札
札

よ

す

証

場
日

の

費
し

付
金

時
金
と

こ
付

等
う

る
納

税 い
る

。
免

と
す

と
の

」

所

者

除

同
同

、

納

。

に
に

は

、

う

成平時日札

付

）

手
立
行

条

年

方

相

じ
じ

そ

区
幌
場

を
稲
札
の
札

項

報

所

示
１
不
び

場
山
体
及

す

場

金 丁
児

１
由
時

所
条
自
日
所 市

道

２
合

幌
海

目
総

札
北

円
る
か
。

２
育

手
立

番
療

ず

の
、
わ

満
で
問

未
の
を

参
積

が
に
見

数
札
、

端
入

き
る
た

と
す
っ

る
加
も

あ

い

そ
、
金

、
は
約

は
者
契

と

札
格

記

者

入
資

に

札

る
し

れ

る

関
有

さ

す

に
を

載

者

額

条
い

金

る
な

た

。

す 反
た

該

違
し

当

に
の

に

件

で

な

、

の

た
札

額

し
入

金

予

す

た

付

。

め

交

い

定

。

で内囲範の格価

。

定

る

第）。ういと」則規務

額
者

法

当

。
。

の

か

最

条
政

む
積

、

含
見

は

を
の

等

の
た

第

）
っ

令

。
も 契約

条

月４

及

５
額

７

の
金

の

分

日 前午）金 時

ン

区
幌

号
セ

稲
札

消

び

に

条
自

庶

１
不

ー

山
体

タ

金 ２
合
目
総

丁
児

課

１
由

務

号
セ

２
育
番
療

第

ン

端
費
の

の
消
額

数
税
額
に
分

金
等
を
係

入

捨
税
当

り
課
相

切
る
に

財
札

第
無

に

則
、

５

規
は

分

務
効

相当

と

価の低

。
各
る

る

す
条

す

第ら

入てっもを格

当
費

北

相

め定のでま条
務

額
び

財

る
及

道

す
税

海

費
の
消

則

上
方

規

以
地

タ

税
入

昭

大ー 会議

号

室



次

資

平

の
平
格
道
当

成

い
成
を
が
該

有
行
調

参に札入２
ず

年

加
れ
年
す
う
達

ソ
を

ー
達

パ
調
契

納
納

１
す
ナ
要
約

入
入

を達調

協

北

次
な
定

海

の
お
の
平

入

道

と
、
適
成

教

札

お
こ
用

育

り
の
を
年

に

庁

一
入
受
３

付

石

名
所

の
の
細

こ
こ
詳

ア
イ

告
札
、

公
入
は

落
で
の
こ
約

者
員
る
契

イ 者
る
部
。
関

札
あ
一
と
に

３

に
北
る
指
物

月

も
海
こ
名
品

該
道
と
競
に

日

す
示

入
し

当
告
。
争
関

火

る
第

札
、

曜

に
迅

こ

日

と
号

関
速

）

平

指
フ

は

る
ア

。
又

す
な

な要必に者るす

成

名
タ
を
ー

格資

品
ン
物
期

期
場

コ
る

ル
す

の
こ

ー
の

ュ
等
間

日
所

ピ

成
海

様
平
範
と
平
北

タ
仕

道

等
成
囲
が
内
有

一

平
得
６
別

式

年
で
り
年
江

及称名の等品物る

入
６

量数び

札
月
成
る
月
高

般
札
け
月

１

狩

す

競
に
る

教

る

争
係
。
日

育

入
る

事

局

札
調

項

告

達

示

以
は

第

下
、

５号

入

在

の
の
入

と
月

」
４

札
年

書

は
は
明

容
行
説

内
執
札

定
公
に

称
地

予
、

道

で
開
よ

教

話
り
る
。

北
郵
電
あ
す
る

海
便

育

道
番
番
、
。

庁

札

更

立
号
号
変

石

す

幌

税

事

な
を
免

る

と
か
に

す

者
出
業

を

た
し
事

務

っ
申

い

す

、
こ
が

当

は
る
者

担

決
た
と

組

札
。
る

る

落
と

、

名

後
し
は

の

定
だ
き

織

さ
ビ

北

止
ー

年

停
サ

速
、

示

い
メ

告

て
・

道

れ
ス

海

ン

号

こ
ナ

５

い
テ

第

な
ン

す

体

定

の

規

。
ス

に

と

北

。
１
等

る

制

台
説
１
書
か
５

校

×
明
日
年

日
学

２

）
び

校
及
ら
月

火
及

び
平
を

海

職
要
成
日

北

業
求
高
様
３
度

当

科
仕
年
限

道

当

高

等
書
月
に

別

学
に
）
る
ま
契

学

校
よ
日
該

等

約

校

）価単のりた当月

北

。
で

い

育

）
ラ

教

。
マ

道

う
日

海

で

狩

施
ュ

石

実
シ

庁

を
ケ

長

さ

局

。
成

育

る
作

教

す
政

大

たれ

狩

－
－
るこ

体

教

と
－

不

育

自

が有

由
札

局

り

児
幌

告

合
手

る
内

総
市

得

示

療
稲

。
線

育
区

共

称
ー
条

タ
１

ン
山

セ
金

に
者
企

び

か
札
同

及

や
落

消

地

費
共
体

在

消
が
業

所

体
等

の
業
税

等
企
費

税
同

業
合
事

事
場
税

税
の
免

課

品

整

物

が

で
あ
者

者
で
業

の

備

海

の

い

借

て

貸

れ

賃

さ

道

北
項
当
契
要

１
月
９

公

札
道
規
り
約

落８
海
の
た

、
長
し
延
だ
を
た
間
。
期

６

７

算
る
予
す

説

開
開

札
札
交
交

入
入
入

す

計

関に

主

達調

内

府

保

４

５る 執

約
審

幌
札
入

入

契
札
入

番２
課
目
務
丁
庶
１

査

市

者
の
ア
イ

ウ

号２ は
審

出

あ
っ
申

ア
査
申
申

申

条

の
提

免
そ
を

か
、
書

る
て

３

業
成
す

事
構
出

税

こ
付

こ
当
る
件
こ

る

あ
条

に
単
作

財
定
の
書

の

と
該

成

規
よ
価

務

報

定
を
の

則
り
）

予
て

和
た
っ
否

昭
め
も
要

海
格
北
価
札

年
定
入

道

有

札

規
１
効

法方定決の者

の

保
金
書

札
札

付
付

証
明

免
付

証

場
日

場
方

、
交
は

す

所
時
金
す
関
所
法

除
に

。
る

る
事
４

同
同

同
場

に
に

項
に
の

行

条

７
じ
じ

じ
所

月５年

場

を
行

央
の
札

札

項
を

中
及

す

場

日

た

北
所

示
っ

区 西
日
所

時

き

条
び

場
と

３

、

７
時

は
所
審

丁

育

平

庁

査

目

札
石

結

幌

成

狩

果

北

市

北

か
を

請

の

教

を

海

中

海
年

ウ
請

類

の
ら
申

書

請
請

５
で
な

提

の
ま
し

の

２

の
の

期
法

先

定
に
け

出

規

時
方

る
る
な

な

よ
め
ば

に
定
れ

便
海

条
と
ら
平
提
い
郵
北

先

番
道

件
こ
な
成
出
。

ろ
い

と
一

一
に
。
年
の

号
教

付

物

競
札

証
達
。
般
入

を
調

地

た
に

入
、

し
品

争
は

明
、

加
自

で
し

参
方

者
関

札
施

こ
求

格
法

る
要

資
治

あ
書

査
令

。
様

審
行

と
仕

の

た
札

第
当
入

則
月
な 。

以
単
る

。
の
限

号
り
に

）
）

下
価

を

規
限
者

務
制
た

財
の
し

則
の

第

囲
札

」
範
落

。るす付交

。
。

。
で

と

日 とこの着必にでま）金

教
月

育

申

道

央

道
５

）。

局

請

教

区
会

者

育

北

育

通

石

条

石
議

に

庁

３

庁
日

室

知

狩

西

狩
月

育

丁

育
午

送

す

教

７

教
）

に

。

局

目

局
前

付

る

企

企

総

海

総
る

画

北

画
時

よ

課

庁

課
付

合

務

道

務
送

場

よ

３
指

育庁

般
り

月
示に

－
石

競
、

狩

争
２

日
よ

教

入
の

り
火
作

育

札

し

幌
企

あ
及

）
成

札
局

で

ら
た

市
画

る
び

か
請

央
務

で
に

４
申

中
総

の

書

区
課

、
掲

月

げ 資

を

３

札
る

日
類

北

入

載

和

記

昭

に の を

第

等

令

件

政

要

年

満 るい

下

て

以

し

。

た

号

い
内
者

う
で
と

低
る

。
最
す

第
の
。

）

号

価格
条第
１

６

る

郵
館

よ

、
別

）
に

は
海

、

北

は

号

合

番
階

場

便
道

平

教
－

成

を

）
出

西

参
格

水
提

条

に
す

で
な

丁

し
有

ま
し

７

加
ど

ば

と
か

れ

う
る

け

目

よ

と

令

こ

政
る
か

ら

う

な

す

た

。

し

う

明

い

証

と

を

」

で

第

者

）



．

．

．

イ

契
日
こ
こ
詳

所

約
本
の
の
細

の
語
入
入
は

名ア

手
及
札
札
、

者
員
る
契

イ

税

落
で
の
こ
約

て捨
業

札
あ
一
と
に

分
事
金
者

者
る
部
。
関

の

た

開
に
入

る

そ

号

ア

平

掲
札
落
額

成

げ
金

を

札の

札

る
額

加

年

時

決

道選挙管理

日
び
執
札

在

続
び
及
の
入

国
約
は
明

お
本
契
行
説

に

、
公
に

地

て
通
は
、
書

い 用

達
す
る

使

調
開
よ

、
貨

続
。

便
話
す

手
る
。

郵
電

語

停

号
号
言

の

番
番
る 及

止

育教道海北称 庁

と
か
に

す

で

っ
申
税

事

あ
に
な
を
免

る

業

を

か
当
た
し
事

務

る
相

税
る
は
る
者

担

免
す
者
出

落
と
い

す

事
金
、
こ
が

当

と

組

者
を
札
。
る

る

業
額

あ
札
定
だ
き

織

で
入
決
た

もを）額
る
書
後
し
は

の

、

名

すと格価札落てっ

入
に

算

の

る
か
に
速
、

３

札
係

し

に

定

月

及
る

た

お

に

い

当

び
消

金

日

、

っ

他

こ
費

額

て

た

の
税

火

２

て

公
及

当

曜

告
び

該

に

は

日

に
地

金

規

、

）

め
消

に

す

札

定
方

額

定

入

入
税

円

資

に

る
費

１

る

書

格

記

示告会員委

通

が

－
－
び

等

貨

有

－

り得

札

る

央
線
中
内
市

。

幌 区北
－
３

務総画企局育教狩石
条

同

及

を
記
や
落
共

称

西
課

わ
す
に
者
企

び

問
載
か
札

費
共
体

在

ず
る
消
が
業

所

企
費

見
と
税
同
消

地

、
こ

課
体
等

も

の
業
税

積
。
等

事

１

事
場
税

た

税
の
免

っ
、での

当

者
で
業

月

業
合

、は者るす加参に札入

を

載

札

未
消
た

で
あ
者

し

れ

関
下

の

有

さ

に
以

満

な

た

す

端

者

額

条
費

が

い

金

る
消

数

し

当

に
等

る

の

に

件
税

あ

入

金

反
と

き

た

該

違
」

と

、

の

た
う

、

札

額

し
い

は

入
。

そ

北

財
札
）

の

務

目丁７

、
書

の

る
て
出

り

あ
っ
申

金

税
の
提

約

免
そ
を

契

か

に
号

の

業
成
す

額

事
構
出

づ
の
平

．

基
）

１

課る係に等税費
き
一
成

臼羅一昭

の

数
の

規
は
の

端
分

後
、
部

第
無
扱

金
５

則
、
取

海

効
い

額
に相

と

を

。
各
る

す
り

す

切

条

当

道

び
之

計

北

政
支
、
会

海

出
自
計
責

道

責
任

治

公

に
由

選

関
民
任
者

資
挙

金

政
を
年

表

治
次
３

中

団
の
月

体
と

収
り
の
お
日

支
訂
報
正
告
す
書
る
の
。

陳中者任責計会会援
要

す
主
者
高

一
旨

勇

管

る
党

田

規
理

報
北
森

正
委

竹

法

報

告
海

守

員

書
道

、

会

に
参

自
俊

昭
告

つ
議

由
夫

和
示

、

い
院

民

第

て
選

主
北

年

海

法
、
挙

党

号

由
第

海
政

第
自
区

北
道

律

允

民
一

道第

号

会

、に
」

」
を

）

）

」

」

を

に、

表

海

を

公

北

」

の

道

成

挙

平

選 管

年

理

北

委

海

員

道

会

報の正訂らか郎

員

選

委

挙
のたっあが告

党
部
会
十

）
主
支

で
管

長

会
北

計
一

第
海

責
選

第

者
区

第

責
道

任
挙

条

計
谷

選

部

項

者
中

二

支

１

任

定

雅
計

区
崎

規

会

挙
松

の

治

基

、
任

部
耕

に

晴
責

支

第

、

づ
会

自
者
由

、

を

に

」

」

」

、に

を
」

理委

土

員会

屋 三

に

第

」

示

良

告

、

第法同、

責

民
ち

小

く
計

定規の条

英

治
任

主
ば

松

政

守

英

団
者

党 真

長
連

次

体

厚

号

部

川
後

び

収

支

谷
合

及

の

援

中

入及
克
会
会
川



だ

だ

ち

平

ん

ん

ば

成

ざ

ざ

英

か

か

守

年

改

繁

繁

連

る
．

め
１ 中表の
。

」
を

３

美

美

合

月

と

と

後

歩

歩

援

日

会

会

む

む

会

）日曜火

の

の

葉
任

そ

そ

千
就

他

他

英

催

催

札
年

の

の

守
周

」
を

」
） を

」
に、

」
を

議
パ

事

事

市
念

物

物

幌
記 ー

員
ィ

議
テ

会
ー

業

業

北

に
」

、

」
に、

改

を

に

」

」

海

。るめ

道

道
平

．

海

１

北

公

の

選
成
挙

び
が

を

に

」

」

」 北

政
支
あ

海

出
っ

道

に
た

治

北

選

資

海

関
の

、に

挙

金

道

） 、

を

に

」

」

海

．

自

自

．

北

１

１

由

由

イ

民

民

ク

道

別厚市幌札、

を

に

」

」

．１ ア

委
月
理
３

中

管
年

表

報

員 第示告会
日

す
で

一の）号

管

る
、

規

政

理

報
同

正

允

委

告
法

法

会

員

書
第

会

昭
に

告

和
つ
条

示

い
の

第

て
規

年法
、
定

号

ん
基

第
み
に

律
な
づ

党

党

表

允

の

主

主

の

政

号

道

道

海

海

中

北

北

中

会

表

挙

挙

選

選

一

一

十

十

第

第

区

部

部

支

支

区

区

を

」 自

中表の

海

を

北

部

）

局

党

務

政

事

理

り

管

お

挙

と

選

の

道

次 。

委

る

会

す

員

正

委

訂

第

長員

岩

ッ
政

第
サ
、

）
で
き

本

ポ
治

計
の

１
会

允

体

第
ロ
団

条 定
者
報

規
任
支

の
責
収

項

告
三
書

に
上
の

基

要

づ

本岩 允

を

に

」

」
改

」

める

由民主党北海道

事

政

参

務

党

議 第

め

区

改

挙

に

選

）

院

局

土 屋

号

三良

勇
旨

く

表

団

」

」

か
公

治
津
の

政

改

訂
体

に

ら
入

る

の
成

収

め

正
平

の

。

報
及
告
年

。

物建部支

。

一

る

を



宮手

北

交
号

別

海

番
）
平

表

道

そ
の
成

札

警

幌

の
一

察

他
部
年

方

本

の
を
３

面

部

定
成

氏

嶋

藤

指
平

２ 年

１

日
３

月
年

田

田

北

警
海

備
平

指

道

業
成

定

北

し

法
見

年

た

方

昭
３

医

面

平成 年

月

小

宮
１

手
番３目

同
丁

派
次

告

出
の

示

所
よ
日

警

第

及
う

察

び
に

署

号

、
所
し

中

在
正

項

駐
改

の

称
成

名
平

の 、

察警道

一

月

進

一

位
年

病

清

合

病

総

潤

日

名

郎

清 野

の

赤見

端

等

北

会

院

院

和
月

師

病

病

名

字十

公

の

安

年
日

氏

委

法

名

員

律

並

会

第

び

告

道

に

示

北

勤

第

務

号

見

）

す

号

第

方

北
る

面

海
病
道
院

条

公

の

３月 日

」
を

火曜 ）日

丁

ら
の
３

同
か
町
内

１
号

ケ
目

梅
丁
部
目

３
一 ら

、
、
か

町
で
番

枝
ま
１

末
錦
広
町

及
月

置
４

、
豊
ま

町
、
番

区
ら

海

管
か

北

所
日

び
１ 施

道

る

本

和
す

察

昭
行

警

海北

長

年
。

部

示告部本

郡

見

呂

病

北

常

称

院

院

道

字

等

条

町

６

野

北

端

院

市

の

丁

区

２

１

東 目

２

北
等

所

番

１

安

の

見
の

委

面
称

規

方
名

員

に

公
及

定

会

よ

安
び

告

員
在

り

委
所

示

お

長

と

員

の

委

次

会
地

、

磯

り

」
に改 るめ 。

北

び

１
、
及

宮
町
）

手
川
で

警

花

、に
」

目
山
色

丁
石

色第示

治

告部

勝

本察

刈

を

地在

地

地

番

三

し定

良

指を

江

師医

花

に

。た

色

、

海 道

を

手

公

目
同
丁

同

内

１
園

目丁

目
同
丁

内

１目
同
丁

園

宮

報

、町田
号１番

３目
同
丁

目丁５園
雲東、町生相

部一の
３

内
３

園

色
番

花
番
町
１

丁
番
稲
及
の
丁
港

同

１
号

部
の

目
ま
穂
び
一
目
町

、
で
３

稲
、
丁
番

一

花

目
か
１
部

園

穂２
番
の
ら
番

１

か
１

丁

丁
及
一

４
か

か

目
び
部
番
ら
番

目

ま

か目丁１内色同
の

花
番

ら
一
番
１
で
番
ら

ら

町

丁
雲

同
園
田

３
号

園
１

花
目
び

の
、

丁
及

目
町

５
１
一
生

部
町

園
の
相

一
堺 並

番
に

目
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